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1

専決処分した事件の承認について (上越市市税条例及び
上越市都市計画税条例の一部改正について)

専決理由

地方税法等の一部を改正する法律が本年 8月 81日 に公布 され、一部が同年 4月 1

日から施行 されることを受け、軽 自動車税環境性能割の廃上に伴い、関係条項を整備

するなど、所要の改正を行つたもの

2 主な改正内容
(1)第 1条の規定による上越市市税条例の改正内容
ア 軽 自動車税種別割を軽自動車税に改める。 (第 9条、第 88条、第 90条、第
91条、第 98条、第 94条、第 96条―第 100条 、第 12条の 3、 第 12条
の 3の 2関係 )

イ 軽 自動車税環境性能割の廃上に伴い、環境性能割に係る規定を整備する。 (第
11条、第 88条、第 89条、第 89条の 3-第 89条の 9条、附則第 12条の
2の 2-第 12条の 2の 6条関係 )
ウ 肉用牛の売却による事業所得に係る個人市民税の課税の特例の適用について 3
年延長する。 (附則第 6条関係 )
工 利便性等向上改修工事が行われた濠ll場や音楽堂等に限 り行われていた固定資産
税の減額措置について、対象を改修特別特定建築物に拡充する。 (附則第 8条の

2、 第 8条の 3関係 )
オ 令和 6年能登半島地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がす
べき申告等に係る規定を整備する。 (附則第 8条の 4関係 )

力 軽 自動車税のグリーン化特例による税率の特例の適用について対象を改めた上
で 2年延長する。 (附則第 12条の 8関係 )
キ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡 した場合の長期譲渡所得に係る市民
税の課税の特例の適用について 8年延長する。 (附則第 13条の 2関係 )
ク 地方税法等の一部改正に伴い、弓1用条項その他文言を整備する。
121 第 2条の規定による上越市者卜市計画税条例の改正内容

ア 利便性等向上改修工事が行われた戸示ll場や音楽堂等に限 り行われていた者Б市計画
税の減額措置について対象を改修特別特定建築物に拡充する。 (附則第 2条、第

3条関係 )
イ 地方税法等の一部改正に伴い、31用条項その他文言を整備する。

3 施行期 日
令和 8年 4月 1日
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4 上越市市税条例及び上越市者Б市計画税条例改正案新旧対照表

(1)第 1条の規定による上越市市税条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  後 改  正  前

(納税証明事項 )

第 9条  地方税法施行規則 (昭和 29年総理

府令第 23号 。以下 「法施行規則」 とい

う。 )第 1条 の 9第 2号 に規定す る事項

は、道路運送車両法 (昭和 26年 法律第
185号 )第 59条第 1項に規定する検査

対象軽 自動車又は二輪の小型 自動車につい

て天災その他やむを得ない事由により軽 自

動車税を滞納 している場合において、その

旨とする。

(納期限後に納付 し 又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金 )

第 11条 納税者又は特別徴収義務者は、第
33条 、第 39条 、第 40条 、第 43条

(第 54条において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。 )、 第 44条 の

4第 1項 (第 44条 の 5第 3項において準

用する場合を含む。以下この条において同

じ。 )、 第 45条第 1項 (法第 321条 の

8第 34項及び第 35項の申告書に係 る部

分 を除 く。 )、 第 53条 、 第 75条

、第 91条第 2項、

第 108条 の 5第 1頂若 しくは第 2項、第
103条 の 10第 2項 、第 121条 、第
143条 第 1項又は第 155条 第 3項に規

定する納期限後にその税金を納付 し、又は

納入金を納入する場合には、当該税額又は

納入金額にその納期限 (納期限の延長のあ

った ときは、その延長 された納期限 とす

る。第 1号、第 2号及び第 5号において同

じ。 )の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応 じ、年 14.6パ ーセン ト

(次 の各号に掲げる税額の区分に応 じ、第

1号から第 4号までに掲げる期間並びに第

5号及び第 6号に定める日までの期間につ

いては年 7.3パ ーセン ト)の割合を乗 じ

て計算 した金額に相当する延滞金額を加算

(納税証明事項 )

第 9条 地方税法施行規則 (昭和 29年総理

府令第 23号 。以下 「法施行規則」 とい

う。 )第 1条 の 9第 2号 に規定す る事項

は、道路運送車両法 (昭和 26年 法律第
185号 )第 59条第 1項に規定する検査

対象軽 自動車又は二輪の小型 自動車につい

て天災その他やむを得ない事由により種別

割  を滞納 している場合において、その

旨とする。

(納期限後に納付 し、又は納入する税金又

は納入金に係る延滞金 )

第 11条  納税者又は特別徴収義務者は、第
33条 、第 39条 、第 40条 、第 43条

(第 54条において準用する場合を含む。

以下この条において同じ。 )、 第 44条 の

4第 1項 (第 44条 の 5第 3頂において準

用する場合を含む。以下この条において同

じ。 )、 第 45条 第 1項 (法第 321条 の

8第 34項及び第 35項の申告書に係 る部

分 を除 く。 )、 第 53条 、 第 75条

、第 89条の 6第 1項、第 91条第 2項、

第 103条 の 5第 1項若 しくは第 2項、第
103条 の 10第 2項、第 121条 、第
143条 第 1項又は第 155条 第 3項に規

定する納期限後にその税金を納付 し、又は

納入金を納入する場合には、当該税額又は

納入金額にその納期限 (納期限の延長のあ

つた ときは、その延長 された納期限 とす

る。第 1号、第 2号及び第 5号において同

じ。)の翌 日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応 じ、年 14.6パ ーセン ト

(次の各号に掲げる税額の区分に応 じ、第

1号から第 4号までに掲げる期間並びに第

5号及び第 6号に定める日までの期間につ

いては年 7.3パ ーセン ト)の割合を乗 じ

て計算 した金額に相当する延滞金額を加算
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改  正  後 改  正  前

して納付書によつて納付 し、又は納入書に

よつて納入 しなければならない。

(1)略

(2)

103条 の 5第 1項若 しくは第 2項の申

告書又は第 143条 第 1頂の申告書に係

る税額 (第 4号に掲げる税額を除く。 )

当該税額に係る納期限の翌 日から1月

を経過する日までの期間

俗)

103条 の 5第 1項若 しくは第 2項の申

告書又は第 143条 第 1項の申告書でそ
の提出期限後に提出したものに係る税額

当該提出した日までの期間又はその日

の翌 日から1月 を経過する日までの期間

14)～ (6)略

(所得割の課税標準 )

第 19条  略

2 略

3 法第 23条第 1項第 15号に規定する特

定配当等 (次項及び       第 25

条の 2において 「特定配当等」 とい う。 )

(同 号口に掲げるものを除く。以下この項

同 じハ ) に係る所得を有する者に

係 る総所得金額は、当該特定配当等に係る

所得の金額を除外 して算定する。

4～ 6 略

(軽 自動車税の納税義務者等 )

第 88条  軽 自動車税は、軽 自動車等に対
し、その所有者に課する。

(削 除 )

2 軽 自動車等の所有者が、法第 445条 第
1項の規定により軽 自動車税を課すること

ができない者である場合には、前項 の規

において

して納付書によつて納付 し、又は納入書に

よつて納入 しなければならない。

(1)略

12)第 89条 の 6第 1項 の 申告書、第
103条 の 5第 1項若 しくは第 2項の申

告書又は第 143条 第 1頂の申告書に係

る税額 (第 4号に掲げる税額を除く。 )

当該税額に係る納期限の輩 日から 1月

を経過する日までの期間

(9 第 89条 の 6第 1項 の 申告書、第
103条 の 5第 1項若 しくは第 2項の申

告書又は第 143条 第 1項の申告書でそ
の提出期限後に提出したものに係る税額

当該提出した日までの期間又はその日

の翌 日から 1月 を経過する日までの期間

14)～ (61 略

(所得割の課税標準)

第 19条 略

2 略

3 法第 23条第 1項第 15号に規定する特

定配当等 (以下本項及び次項並びに第 25

条の 2に おいて 「特定配当等Jと い う。 )

に係る所得を有する者に

係る総所得金額は、当該特定配当等に係る

所得の金額を除外 して算定する。

4～ 6 略

(軽 自動車税の納税義務者等 )

第 88条 軽 自動車税は、三輪以上の軽 自動
車 に対 し、 当該三輪 の 軽 白竜丸童 段 得の

者に環ド兄性能割によつて、軽自動車等に対

し、当該軽 自動車等の所有者に種別割によ

つて課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽 自動車 の取

得者 には、法第 443条 第 2項 に規定す る

者を含まないもの とする。

3 軽 自動車等の所有者が、法第 445条 第
1項の規定によ り種別割  を口果す ること

ができない者である場合には の規

ト
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改  正  後 改  正  前

定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者

に軽自動車税を課する。ただし、公用又は

公共用に供する軽自動車等については、三

の限りでない。

(軽 自動車税のみなす課税 )

第 89条 軽 自動車等の売買契約において売
ギが 当該軽 自動童等 の所 右 権 矛留 保 してい

る 場 合 に は 、 買 羊 オ〆 白動 五 筆 F斤右 考 カの

みなして、軽自動車税を課する。

者とみなして、軽 自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽 自動車等について、買主の変更があつ

たときは、新たに買主となる者を____
軽 自動車等の所有

(削除 )

(削除 )

定にかかわ らず、その使用者に

課する。ただし、公用又は

公共用に供する軽 自動車等については、こ

れを課さない。

(軽 自動車税のみなす課税 )

第 89条 軽 自動車等の売買契約において売
主が当該軽 自動車等の所有権を留保 してい

る場合には、軽 自動車税の賦課徴収につい

て は、 買 羊 狩節 条 第 1「百ι『
却 市 十 る =論 以

上の軽 自動車の取得者 (以下この節におい

て 「三輪以上の軽 自動車の取得者 Jと い

う。)又 は軽 自動車等 の所 有 者 とみ な し

て、軽 自動車税 を課す る。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽 自動車等について、買主の変更があつ

たときは、新たに買主となる者を三輪以上

の軽 自動車の取得者又は軽 自動車等の所有

者とみなして、軽 自動車税を口果する。

3 法第 444条 第 3項 に規定する販売業者

等 (以下 この項において 「販売業者等 1と

い う^)が 、 そ の 製 に ■ り■▽得 1ン ナ‐ 輪

以上の軽 自動車又はその販売のためその他

種 行 (楢 膝種 1業立 両 湊 笛 2 築 常 壻 イこ報 市5

する運行をいう。次項において同じ。)以

外の 目的に供す るた 取 得 した 輪以上の

軽自動車について、当該販売業者等が、法

第 444条 第 3項に規定する車両番号の指

定を受けた場合 (当 該車両番号の指定前に

第 1頂の規定の適用 受 ける売買契約 の締

結が行われた場合を除く。)に は、当該販

売業者等を三輪以上の軽 自動車の取得者 と

みなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三革命以上の軽 自動車 オ〆取

得 した者が、当該三輪以上の軽 自動車を法

の施行地内に持ち込んで運行の用に供 した

場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行

の用に供する者を三輪以上の軽 自動車の取

得者とみなして、環境性能割を課する。

(環境性能割の課税標準 )

9 の の
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改  正  後 改  正  前

(削 除 )

(削 除)

(削 除)

(削 除 )

輪以上の軽 自動車の取得のために通常要す

る価額 として法施行規則第 15条 の 10に

定めるところにより算定した金額 とする。

(環境性能割の税率 )

第 89条 の 4 次の各号に掲げる三輪以上の

軽 自動車に対 して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。

(1)法第 451条 第 1頂 (同条第 4項又は

第 5項 において準用する場合を含む。 )

の規定の適用を受 けるもの  100分 の

1

(動 法第 451条 第 2頂 (同条第 4項又は

第 5項 において準用する場合を含む。 )

の規定の適用を受けるもの 100分 の

2

13)法第 451条 第 3項の規定の適用を受

けるもの 100分 の 3

(環境性能割の徴収の方法 )

第 89条 の 5 環境性能割の徴収について

は、申告納付の方法によらなければならな

ヤ` 。

(環境性能割の申告納付 )

第 89条の 6 環境性能割の納税義務者は、
渋 雀 454峯 雀 司r百祭 暑 ↓

「
揚 ιギム =齢 以 ト

の軽 自動車の区分に応 じ、当該各号に定め

る時又は日までに、法施行規則第 33号の

4様式 に よる申告書 発市長 に拝 出す る とと

もに、その申告に係 る環境性能割額 を納付

しなければならない。

2 三輪以上の軽 自動車の取得者 (環境性

能割の納税義務者を除くぃ )1ま、 法第 454

条第 1項各号に掲げる区分に応 じ、当該各

号に定める時又は 日までに、法施行規則第

38号の 4様式による報告書を市長に提出
しなければならない。

(環混新′昨合旨割 に係 る 禾 由 各 筆 ιtt F羊月十 る 漏

料 )

第 89条の 7 環境性能割の納税義務者が前

条の規定により申告 し、又は報告すべき事

について正 てが な は
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改  正  後 改  正  前

(削除 )

(削 除 )

(軽 自動車税の税率 )

第 90条 次の各号に掲げる軽 自動車等に対
して課する軽 自動車税の税率は、 1台 につ

いて、それぞれ当該各号に定める額 とす

る。

(1)～倒 略

(軽 自動車税の賦課期 日及び納期 )

第 91条 軽 自動車税の賦課期 日は、 4月 1

日とする。

2 軽 自動車税の納期は、 5月 16日 から同

月 31日 までとする。

3 略

(削除 )

告をしなかつた場合には、その者に対 し、

10万 円以下の過料を科する。
2 前項の過料 の額は、情状 によ り、市長 が

定める。

3 第 1項の過料 を徴収す る場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、そ

の発付の 日か ら 10日 以内とする。

(環境性能割の減免 )

第 89条の 8 市長は、公益のため直接専用

する三輪以上の軽自動車又は第 99条第 1

項各号に掲げる軽 自動車等 (三輪以上のも

のに限る。)の うち必要と認めるものに対

しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項について

は、規則で定める。

(環境性能割の課税免除 )

第 89条の 9 特定非営利活動法人が設立の

日以後 3年以内に特定非営利活動事業の用

に供する三輪以上の軽 自動車について次の

各号のいずれかに該当する取得をしたとき

は、環境性能割を課さない。

(1)無償による取得

② 寄附金、補助金、会費その他これらの
性質を有する収入 (特定非営利活動法人

が行 う資産の譲渡若 しくは貸付け又は役

務 の提供 の対価 と して 得 る ヰ心の を 除

く。)に よる取得

(種別割  の税率)

第 90条 次の各号に掲げる軽 自動車等に対
して課する種別割  の税率は、 1台 につ

いて、それ ぞれ 当該各号 に定 め る額 とす

る。

(1)～⑧ 略
(種別割  の賦課期日及び納期)
第 91条  種別割  の賦課期 日は、 4月 1

日とする。

2 種丹町割   の納期は、 5月 16日 から同
月 31日 までとする。

3 略
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改  正  後 改  正  前

(軽 自動車税の徴収の方法 )

第 98条 軽 自動車税は、普通徴収の方法に

よって徴収する。

(軽 自動車税の納税通知書 )

第 94条 軽 自動車税の納税通知書は、規則
で定める様式による。

(軽 自動車税に関する申告又は報告 )

第 96条 軽 自動車税の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者 (以下この節

において 「軽 自動車等の所有者等Jと い

う。)は、軽 自動車等の所有者等となつた

日から 15日 以内に、軽 自動車及び二輪の

小型 自動車の所有者又は使用者にあつては

法施行規則第 33号の 4様式  による申

告書、原動機付 自転車及び小型特殊 自動車

の所有者又は使用者にあつては法施行規則

第 38号の 5様式による申告書並びにその

者の住所を証明すべき書類を市長に提出し

なければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

書に記載 した事項について変更があつた場

合 においては、その事由が生 じた 日か ら

15日 以内に、当該変更があつた事項につ

いて軽 自動車及び二輪の小型 自動車の所有

者又は使用者については法施行規則第 33

号の 4様式  による申告書、原動機付 自

転車及び小型特殊 自動車の所有者又は使用

者については法施行規則第 33号の 5様式

による申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、次項の規定により申告書を

提出すべき場合については、この限りでな

ヤ` 。

3 軽 自動車等の所有者等でな くなった者

は、軽 自動車等の所有者等でなくなった 日

から30日 以内に、軽 自動車及び二輪の小

型 自動車の所有者又は使用者については法

施行規則第 33号の 4様式  による申告

書、原動機付 自転車及び小型特殊 自動車の

所有者又は使用者については法施行規則第

34号様式による申告書を市長に提出しな

(種別割  の徴収の方法 )

第 93条 種別 は、普通徴収の方法に

よつて徴収する。

(種別割  の納税通知書 )

第 94条 種別割  の納税通知書は、規則
で定める様式による。

(種別割  に関する申告又は報告 )

第 96条 種別割  の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者 (以下この節

において 「軽 自動車等の所有者等」 とい

う。)は、軽 自動車等の所有者等 となつた

日から 15日 以内に、軽 自動車及び二輪の

小型 自動車の所有者又は使用者にあつては

法施行規則第 33号の 4の 2様式による申

告書、原動機付 自転車及び小型特殊 自動車

の所有者又は使用者にあつては法施行規則

第 33号の 5様式による申告書並びにその

者の住所を証明すべき書類を市長に提出し

なければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

書に記載 した事項について変更があつた場

合においては、その事由が生 じた 日か ら

15日 以内に、当該変更があつた事項につ

いて軽 自動車及び二輪の小型 自動車の所有

者又は使用者については法施行規則第 33

号の 4の 2様式による申告書、原動機付 自

転車及び小型特殊 自動車の所有者又は使用

者については法施行規則第 33号の 5様式

による申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、次項の規定により申告書を

提出すべき場合については、この限 りでな

い 。

3 軽 自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽 自動車等の所有者等でなくなった 日

から30日 以内に、軽 自動車及び二輪の小

型 自動車の所有者又は使用者については法

施行規則第 38号の 4の 2様式による申告

書、原動機付自転車及び小型特殊 自動車の

所有者又は使用者については法施行規則第

34号様式による申告書を市長に提出しな

7



改  正  後 改  正  前

ければならない。

4 略

(軽 自動車税 に係 る不 申告等に関す る過

料 )

第 97条 略

(軽 自動車税の減免 )

第 98条 市長は、公益のため直接専用する

軽 自動車等のうち必要と認めるものに対 し

ては、軽 自動車税を減免する。

2 前項の規定によつて軽 自動車税の減免を

受けよ うとす る者は、納期限前 7日 まで

に、当該軽 自動車等について減免を受けよ

うとする税額及び次に掲げる事項を記載 し

た申請書に減免を必要とする事由を証明す

る書類を添付 し、これを市長に提出しなけ

ればならない。

(1)～ (81 略

3 第 1項の規定によつて軽 自動車税の減免

を受けた者は、その事由の消滅 した場合に

おいて、直ちにその旨を市長に申告 しなけ

ればならない。

(身体障害者等に対す る軽 自動車税の減

免 )

第 99条  市長は、次に掲げる軽 自動車等の

うち必要 と認めるものに対 しては、軽自動

車税を減免する。

(1)及 び(劾 略
2 前項第 1号の規定によつて軽 自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限前 7日

までに、市長に対 して、身体障害者福祉法

(昭和 24年法律第 283号 )第 15条 の

規定により交付された身体障害者手帳 (戦

傷病者 特別援護 法 (昭 和 38年 法律第
168号 )第 4条の規定により戦傷病者手

帳の交付を受けている者で、身体障害者手

帳の交付を受けていないものにあつては、

戦傷病者手帳とする。以下この項において

「身体障害者手帳」とい う。 )、 厚生労働

大臣が定めるところにより交付 された療育

手帳 (以下この項において 「療育手帳Jと

ければならない。

4 略

(種別割  に係 る不申告等に関する過

料 )

第 97条  略

(種別割  の減免 )

第 98条 市長は、公益のため直接専用する

軽 自動車等のうち必要と認めるものに対 し

ては、種別割  を減免する。
2 前項の規定によつて種別割  の減免を

受けよ うとす る者は、納期限前 7日 まで

に、当該軽 自動車等について減免を受けよ

うとする税額及び次に掲げる事項を記載 し

た申請書に減免を必要とする事由を証明す

る書類を添付 し、これを市長に提出しなけ

ればならない。

(1)～ (81 略

3 第 1項の規定によつて種別割  の減免

を受けた者は、その事由の消滅 した場合に

おいて、直ちにその旨を市長に申告 しなけ

ればならない。

(身体障害者等に対す る不重別 割 の減

免 )

第 99条 市長は、次に掲げる軽 自動車等の

うち必要 と認めるものに対 しては、種別割

を減免する。

(1)及び(動 略
2 前項第 1号の規定によつて種別割  の

減免を受けようとする者は、納期限前 7日

までに、市長に対 して、身体障害者福祉法

(昭和 24年法律第 283号 )第 15条 の

規定により交付された身体障害者手帳 (戦

傷病者 特別援護 法 (昭 和 38年 法律第
168号 )第 4条 の規定により戦傷病者手

帳の交付を受けている者で、身体障害者手

帳の交付を受けていないものにあつては、

戦傷病者手帳とする。以下この項において

「身体障害者手帳」とい う。 )、 厚生労働

大臣が定めるところにより交付 された療育

手帳 (以下この頂において 「療育手帳Jと

-8-



改  正  後 改  正  前

い う。)又 は精神保健及び精神障害者福祉

に関す る法律 (昭 和 25年 法律第 123

号)第 45条 の規定により交付された精神

障害者保健福祉手帳 (以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳Jと い う。)及

び道路交通法 (昭和 35年 法律第 105

号)第 92条 の規定により交付された身体

障害者若 しくは身体障害者等 と生計を―に

する者若 しくは身体障害者等 (身体障害者

等のみで構成 される世帯の者に限る。)を

常時介護する者の運転免許証 (以下この項

において 「運転免許証」とい う。)又 はこ

れ らの者の特定免許情報 (同 法第 95条 の

2第 2項 に規定する特定免許情報をい う。

次項において同じ。)が記録 された免許情

報記録個人番号カー ド (同 法第 95条の 2

第 4項 に規定する免許情報記録個人番号カ

ー ドをい う。次項において同じ。)を提示

するとともに、次に掲げる事項を記載 した

規則で定める申請書に、減免を必要とする

理由を証明する書類を添付 して提出しなけ

ればならない。

(1)～ (6)略

3 略
4 第 1項第 2号の規定によつて軽 自動車税
の減免を受けようとする者は、納期限前 7

日までに、市長に対 して、当該軽 自動車等

の提示 (市長が、当該軽 自動車等の提示に

代わると認める書類の提出がある場合に

は、当瞬/ス・ 書類の提出)をするとともに、前

条第 2項各号に掲げる事項を記載 した申請

書を提出しなければならない。

5 前条第 3項の規定は、第 1項の規定によ
って軽 自動車税の減免を受けている者につ

いて準用する。

(原動機付自転車及び小型特殊 自動車の標

識の交付等 )

第 100条 略
2 法第 445条 若 しくは第 89条 の 2又 は

第 88条第 2項ただし書の規定によつて壁

い う。)又は精神保健及び精神障害者福祉

に関す る法律 (昭和 25年 法律第 123

号)第 45条の規定により交付された精神

障害者保健福祉手帳 (以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」とい う。)及

び道路交通法 (昭和 35年 法律第 105

号)第 92条 の規定により交付された身体

障害者若 しくは身体障害者等 と生計を―に

する者若 しくは身体障害者等 (身体障害者

等のみで構成 される世帯の者に限る。)を

常時介護する者の運転免許証 (以下この項

において 「運転免許証Jと い う。)又 はこ

れ らの者の特定免許情報 (同 法第 95条 の

2第 2頂に規定する特定免許情報をい う。

次項において同じ。)が記録 された免許情

報記録個人番号カー ド (同 法第 95条 の 2

第 4項に規定する免許情報記録個人番号カ

ー ドをい う。次頂において同じ。)を 提示

するとともに、次に掲げる事項を記載 した

規則で定める申請書に、減免を必要とする

理由を証明する書類を添付 して提出しなけ

ればならない。

(1)～俗)略
3 略
4 第 1項第 2号の規定によつて種別割
の減免を受けようとする者は、納期限前 7

日までに、市長に対 して、当該軽 自動車等

の提示 (市長が、当該軽 自動車等の提示に

代わると認 める書類の提出がある場合 に

は、当該書類の提出)をするとともに、前

条第 2項各号に掲げる事項を記載 した申請

書を提出しなければならない。

5 前条第 3項の規定は、第 1項の規定によ
って種別割 の減免 を受けている者につ

いて準用する。

(原動機付 自転車及び小型特殊 自動車の標

識の交付等 )

第 100条 略
2 法第 445条 若 しくは第 88条第 3項 た

の 2の規定によつて恒
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改  正  後 改  正  前

自動車税を課することのできない原動機付

自転車又は小型特殊 自動車の所有者又は使

用者は、その主たる定置場が、市内に所在

することとなつたときは、その事由が発生

した日から 15日 以内に、市長に対 し、標

識交付申請書            を

提出し、かつ、当該原動機付 自転車又は小

型特殊 自動車の提示をして、その車体に取

り付けるべき標識の交付を受けなければな

らない。軽 自動車税を課 され るべき原動

機付 自転車又は小型特殊 自動車が、法第

445条 若 しくは第 89条 の 2又 は第 88

条第 2項ただし書の規定によつて軽 自動車

税を課 されないこととなったときにおける

当該原動機付 自転車又は小型特殊 自動車の

所有者又は使用者についても、また、同様

とする。

3～ 6 略
7 第 2項の標識及び第 3項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付 自転車又は小

型特殊 自動車の主たる定置場が、市内に所

在 しないこととなつたとき、当該原動機付

自転車又は小型特殊 自動車を所有 し、若 し

くは使用 しないこととなつたとき又は当該

原動機付 自転車又は小型特殊 自動車に対 し

て軽 自動車税が課 されることとなったとき

は、その事由が発生 した 日から 15日 以内

に、市長に対 し、その標識及び証明書を返

納 しなければならない。

8及び 9 略

附 則

別割  を課することのできない原動機付

自転車又は小型特殊 自動車の所有者又は使

用者は、その主たる定置場が、市内に所在

することとなったときは、その事由が発生

した日から 15日 以内に、市長に対 し、法

施行規則第 38号の 5様式による申請書を

提出し、かつ、当該原動機付 自転車又は小

型特殊 自動車の提示をして、その車体に取

り付けるべき標識の交付を受けなければな

種別割   を課 され るべ き原動

機付 自転草又は小型特殊 自動車が、法第

445条 若 しくは第 89条の 2又 は第 88

条第 3項ただ し書の規定によつて種別割

を課 されないこととなったときにおける

当該原動機付 自転車又は小型特殊 自動車の

所有者又は使用者についても、また、同様

とする。

3～ 6 略
7 第 2項の標識及び第 3項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付 自転車又は小

型特殊 自動車の主たる定置場が、市内に所

在 しないこととなつたとき、当該原動機付

自転車又は小型特殊 自動車を所有 し、若 し

くは使用 しないこととなったとき又は当該

原動機付 自転車又は小型特殊 自動車に対 し

て種別割  が課 されることとなつたとき

は、その事由が発生 した 日か ら 15日 以内

に、市長に対 し、その標識及び証明書を返

納 しなければならない。

8及び 9 略

附 則

(個 人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除 )

第 5条の 3 平成 20年度から平成 28年度
までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第 41条 又は第 41条 の 2

の 2の 規定の適用を受けた場合 (同 法第

41条第 1項 に規定する居住年 (次条 にお
が か

らない。

ヤヽ 「 い 1 1
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改  正  後 改  正  前

(削除)

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除)              (追 加 )

第 5条 の 3   平成 22年度から令和 20

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第 41条又は第 41

条の 2の 2の規定の適用を受けた場合 (同

法第 41条 第 1項に 庁 す る居 イギ年 が

平成 21年から令和 7年までの各年である

場合 に限る。 )に は

、法附則第 5条

の 4第 5項   (同 条第 7項の規定により

読み替えて適用 される場合を含む。)に規

ら平成 18年 までの各年である場合に限

る。)においては、法附則第 5条の 4第 6

項 に規定す るところによ り控除すべき額

(第 3項において 「市民前 の住 宅借 入金等

特別税額控除額」とい う。)を 、当該納税

義務者の第 22条及び第 24条の規定を適

用 した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第
25条及び第 25条の 2第 1項の規定の適
用については、第 25条 中 「前 2条」とあ

るのは「前 2条並びに附 則第 5条の 3第 1

項 |と 、同項中 「前 3条 Jと あるのは 「前

3条並びに附則第 5条の 3第 1項」とす

る 。

3 第 1項 の報 庁 は、 ¬〒踊許禾単の 所 得 割 の 掬内禾静

義務者が、当該年度の初 日の属す る年の 3

月 15日 までに、法施行規則で定めるとこ

ろにより、同項の規定の適用 を受 けようと

する旨及び市民税の住宅借入金等特別税額

控除額の控除に関する事項を記載 した市民

税住宅借入金等特別税額控除申告書 (そ の

提出期限後において市民税の納税通知書が

送達 され る時までに提出 されたものを含

む。)を、市長に提出した場合 (法附則第

5条の 4第 9項の規定により税務署長を経

由して提出した場合を含む。)に 限り、適

用する。

第 5条 の 3の 2 平成 22年度から令和 20

年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき租税特別措置法第 41条又は第 41

条の 2の 2の規定の適用を受けた場合 (居

住年が平成 11年 から平成 18年まで又は

平成 21年から令和 7年までの各年である

場合に限るc)に おいて、前条第 1項の規
定の適用を受けない ときは、法附則第 5条

の 4の 2第 5項 (同 条第 7項の規定により

読み替えて適用 される場合を含む。)に規
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改  正  後 改  正  前

定するところにより控除すべき額を、当該

納税義務者の第 22条及び第 24条の規定

を適用 した場合の所得割の額か ら控除す

る。

2 前項の規定の適用がある場合における第
25条及び第 25条の 2第 1項 の規定の適

用については、第 25条 中「前 2条」とあ

るのは 「前 2条並びに附則第 5条の 3第 1

項   」 と、同頂中 「前 3条」 とあるのは
「前 3条並び に附則第 5条 の 3第 1頂

」とする。

(肉 用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例 )

第 6条  昭和 57年度から令和 12年度まで
の各年度分の個人の市民税に限 り、法附則

第 6条第 4項に規定する場合において、第

28条第 1項の規定による申告書 (そ の提

出期限後において、市民税の納税通知書

が、送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第 29条第 1項

の確 定 申告書 を含 む。 次項 において 同

じ。)に 、肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第 25条第 1項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき (こ れ

らの申告書にその記載がないことについ

て、やむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。以下同じ。)は、当該事業

所得 に係 る市民税の所得割の額 を免除す

る。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税
に限 り、法附則第 6条第 5項に規定する場

合において、第 28条第 1項の規定による

申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第 25条第 2項第 2号に規定する事業所

得の日月細に関す る事項の記載があるとき

は、その者の前年の総所得金額に係る市民

税の所得割の額は、第 19条 から第 22条

まで、第 24条 から第 25条まで、附則第
5条第 1頂、附則第 5条の 3第 1項___

形 び附則第 5条 の 4

定するところにより控除すべき額を、当該

納税義務者の第 22条及び第 24条の規定

を適用 した場合の所得割の額か ら控除す

る。

2 前項の規定の適用がある場合における第
25条及び第 25条の 2第 1項の規定の適

用については、第 25条 中「前 2条」とあ

るのは 「前 2条並びに附則第 5条の 3の 2

第 1項」と、同項中 「前 3条Jと あるのは

「前 3条並びに附則第 5条 の 3の 2第 1

項」とする。

(肉 用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例 )

第 6条  日召不日57年 度か ら令 和 9年庁 ま で

の各年度分の個人の市民税に限 り、法附則

第 6条第 4項に規定する場合において、第

28条第 1項の規定による申告書 (そ の提

出期限後において、市民税の納税通知書

が、送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第 29条第 1頂

の確 定 申告書 を含む。 次項 において同

じ。)に 、肉用牛の売却に係 る租税特別措

置法第 25条第 1項に規定する事業所得の

明細に関する事項の記載があるとき (これ

らの申告書にその記載がないことについ

て、やむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。以下同じ。)は、当該事業

所得に係 る市民税の所得割の額を免除す

る。

前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限 り、法附則第 6条第 5頂に規定する場

合において、第 28条第 1項の規定による

申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第 25条第 2頂第 2号に規定する事業所

得の明細に関す る事項の記載があるとき

は、その者の前年の総所得金額に係る市民

税の所得割の額は、第 19条 から第 22条

まで、第 24条 から第 25条まで、附則第
5条第 1項、附則第 5条の 3第 1項、附則

の 3の 2 び附則第 5条の 4

2

5 1
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改  正  後 改  正  前

2 法 附則第 15条第 24項 第 1号イに規 定

の規定にかかわらず、法附則第 6条第 5項

各号に掲げる金額の合計額 とすることがで

きる。

3 略

(法附則第 15条第 2項第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条の 2 略

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 2分の 1と する。

附則第 15条第3 法

4 法

24項 第 1号 ロに規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 2分の 1と する。

附則第 15条第

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 2分の 1と する。

る設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、 5分の 3と する。

附則第 15条 第

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

9 法附則第 15条第 24項第 4号  に規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 4分の 3と する。

241貰 第 1→予ハ に規定

5 法附則第 15条第 24項 第 1号二に規 定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 2分の 1と する。

6 法 附則第 15条第 24項 第 2号に規定す

(削除)

7 法 24項 第 3号ッr に規定

8 法附則第 15条第 24項 第 3号 ロに規定

(削 除 )

(削除 )

2 法附則第 15条第 25項 第 1号イ に規定

の規定にかかわらず、法附則第 6条第 5項

各号に掲げる金額の合計額 とすることがで

きる。

3 略

(法附則第 15条第 2項第 1号等の条例で

定める割合 )

第 8条の 2 略

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

3 法附則第 15条第 25項第 1号 口に規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の2と する。

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

4 法 附 則第 15条 第 25項 第 1号ハ に規 定

附則第 15条第 25項 第 1号二に規定5 法

6 法附則第 15条

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 3分の 2と する。

25項 第 2号に規定す

る設備について同号に規定する条例で定め

る害1合は、 7分の 6と する。

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 4分の3と する。

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 4分の3と する。

9 法附則第 15条第 25項 第 3号ハ に規定

する設備について同号に規定する条例で定

める割合は、 4分の 3と する。

10 法附則第 15条第 25項第 4号イに規

定す る設備 について 号 に規庁す る条例で

定める割合は、 2分の 1と する。

11 法附則第 15条第 25項第 4号 口に規
庁す る設備 について同号に規定す る条例で

7 法 附則第 15条 第 25項 第 3号イ に規 定

8 法 附則第 15条第 25項 第 3号 口に規定

定める割合は、

12 法附 風|1第 15条 笛 25 }百 筆 4 手子ハ t

2ノ刀`の 1と するハ

翔

定す る設備 について同号に規定す る条例で

定 める割合は、 2分の 1と する。
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改  正  後 改  正  前

10及び 11 略
12 法附則第 15条の 11第 1項に規定す

る条例で定める割合は

(追加 )

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告 )

第 8条の 3 略
2～ 6 略
7 法附則第 15条 の 9第 1項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係 る耐震改修が完了 した 日か ら 3月 以内

に、次に掲げる事項を記載 した申告書に当

該耐震改修に要 した費用を証する書類及び

当該耐震改修後の家屋が令附則第 12条第

20項 に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付 して市長に提出しなければな

らない。

(1)～ (6)略

8 略

(1)～ (引 略

但)令 附則第 12条第 24項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同

項各号のいずれに口/ス十当するかの別

働 略

16)居住安全改修工事に要 した費用並びに

令附則第 12条第 25項 に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費

(71 略

9 略

(1)～ 14)略

(働 熱損失防止改修工事等に要 した費用及

び令附則第 12条第 32項 に規定する補

助金等

、 3分 の 1と するぃ

略

略

略

略

側”

④

ｏ

ｌ

ω

13及び 14 略

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告 )

第 8条の 3 阻各
2～ 6 略
7 法附則第 15条 の 9第 1項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係 る耐震改修が完了 した 日か ら 3月 以内

に、次に掲げる事項を記載 した申告書に当

該耐震改修に要した費用を証する書類及び

当該耐震改修後の家屋が令附則第 12条第
19項に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付 して市長に提出しなければな

らない。

(1)～ (61 略

8 略

(1)～ (31 略

に)令 附則第 12条第 23項 に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同

頂各号のいずれに該当するかの別

(9 略

俗)居 住安全改修工事に要 した費用並びに

令附則第 12条第 24項 に規定する補助

9

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費

(狩 略

略

(1)～ 14)略

働 熱損失防止改修工事等に要 した費用及

び令附則第 12条第 31項 に規定する補

助金等

略

略

略

略

硼”

④

ｏ

ｌ

側
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改  正  後 改  正  前

(0 熟損失防止改修工事等に要 した費用及

び令附則第 12条第 32項に規定する補

助金等

16)略

12及び 18 略
14 法附則第 15条 の 10第 1項の耐震基

準適合家屋について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係 る耐震改修が完了した日から 3月 以

内に、次に掲げる事項を記載 した申告書に

法施行規則附則第 7条第 18項 に規定する

補助に係 る補助金確定通知書の写 し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律 (平成 7

年法律第 123号 )第 7条又は同法附則第
3条第 1頂の規定による報告の写 し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第 12条 第
20項 に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付 して市長に提出しなければな

らない。

(1)～ (6)略

15 法附則第 15条 の 11第 1項 の改修特

別特定 築 物 について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、同項に規定する

利便性等向上改修工事が完了した日から 3

月以内に、次に掲げる事項を記載 した申告

書に法施行規則附則第 7条の 2第 1項に規

定する補助に係 る補 金確 庁涌知書 の写 し

及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関す る法律 (平成 18年 法律第 91

号 )第 14条 第 1項 観 常 す る 集 物移 重Jl建

等 円滑化基準 (同条 8項 の久人例 で付加 し

た事項を含む。)又は同法第 17条第 3項

第 1号に規定する同法第 2条第 20号に規
定する建築物特定施設の構造及び配置に関

する基準に適合する旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。

(1)及び(動 略
(9 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令 (平成

18年政令第 379号 )第 5条各号に掲

(動  熱損失防止改修工事等に要 した費用及
び令附則第 12条第 31項に規定する補

助金等

16)略

12及び 18 略
14 法附則第 15条 の 10第 1頂の耐震基

準適合家屋について、同頂の規定の適用を

受けようとする者は、当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修が完了 した日から 3月 以

内に、次に掲げる事項を記載 した申告書に

法施行規則附則第 7条第 18項 に規定する

補助に係 る補助金確定通知書の写 し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律 (平成 7

年法律第 123号 )第 7条又は同法附則第
3条第 1項の規定による報告の写 し及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第 12条 第
19項 に規定する基準を満たすことを証す

る書類を添付 して市長に提出しなければな

らない。

(1)～ 16)略

15 法附則第 15条 の 11第 1項 の改修実

演芸術公演施設について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、同項に規定する

利便性等向上改修工事が完了した日から 3

月以内に、次に掲げる事項を記載 した申告

促進に関する法律施行規則 (平成 18年国

土交通省令第 110号 )第 10条第 2項に

書 イこ高齢者、障害者等の移 動 等 の 円滑イヒの

して市長に提出しなければならない。

(1)及び(劾 略
(9 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令 (平成

379

規定する通知書の写 し及び主 として劇場 、

音楽堂等の活性化 に す る法律 (平 成 24

年法律第 49号)第 2条第 2項に規定する

実演芸術の公演の用に供する施設である

旨を証する書類を添付

5 3
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改  正  後 改  正  前

げる特別特定建築物 (高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律隻

14条第 3項の条例で定める同法第 2条

第 18号 に規定する特定建築物を含
む。)のいずれに該当するかの別

14)～ (6)略

(令和 6年合ヒ釆発引4島 鴛 に標 る岡 市 台 藷耕

の特例の適用 を受け う澄す る者 がすべ き

申告等 )

第 8条 の 4 法附則第 16条の 3第 1項 (同

条第 2項 において準 す る場合 を含 むぉ )

の規定の適用を受け う ど́す る者
`ま

、 当該

年度の初 日の属す る年の 1月 el日 (第

60条第 6項の規定によ り同項 に規定す る

仮換地等に係る同条 1項の所有者 とみ な

された者が当該仮換 等 につ いて法附 剛1第

16条 の 3第 6項 (同 条第 74とこおいて準

用する場合を含む。)の規定により読み替

えて適用 される同条第 1項の規定の適用を

受けようとする場合にあつては、市長が別

に定める期 日)ま でに次に掲げる事項を記

載した申告書を市長に提出しなければな
')

ない。

(1)納税義務者 の住 氏名 又は名称 及び

個人番号又は法人番号 (個人番号又は法

人番号を有 しない者にあつては、住所及

び氏名又は名称)並びに当該納税義務者

が令附則第 12条の 4第 1項第 3号か ら

第 5号まで又 は第 3項第 3号か ら第 5号

までに掲げる者である場合にあつては、

同条第 1項第 1号若 しくは第 2号又は第

3頂第 1号若 し くは笛 α昇 ↓ 揚 げ る考 カ

の関係

(動  法附則第 16条 の 3第 1項に規定す る

被災住宅用地の上に令和 5年度に係る賦

課期 日において存 した蒙犀 の所有者及び

家屋番号

(9 当該年度に係 る賦課期 日において法附

則第 16条の 3第 1項 (同条第 2項にお
いて準用する場合及び同条第 6項 (同条

規定する濠1場若 しくは演芸場又は同条第

4号に規定す る集会場若 しくは公会堂の

いずれに該当するかの別

14)～俗)略

第 8条の 4 削除
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改  正  後 改  正  前

第 7項において準用す る場合 を含む。 )

の規定により読み替えて適用される場合

を含む。)の規定の滴 用 を受 けよ うとす

る土地を法第 349条 の 3の 2第 1項 に

規定す る家屋 の敷地の用に供す る十ナllJ澁

して使用することができない理由

14)そ の他市長が固 奮産税 の賦口果徴収 に

関し必要と認める事項

2 法附則第 16条の 3第 1項 (旦空第 2項

において準用す る場合 を含む6)の 規定の

適用 を受ける土地に る令和 8年度分及び

令和 9年度分の固定 産耕.に つ い て は、 第

82条の 4の規定は適用 しない。
3 法附 則第 16条 の 3 縮 4「百に類 市す る特

定被災共用土地 (以下この項において 「特

定被災共用土地」 とい う。)に係る固定資

房き禾障客百の 袴 今 の 申 出 イま 同築 第 4輻 に報 庁

する特定被災共用土地納税義務者 (第 4号

において 「特定被災 用 十地納新義務者 |

とい う。 )の代表者が毎年 1月 31日 まで

に次に掲げる事項を記載 した申出書を市長

に提出して行わなければならない。

(1)代表者の住所、氏名 又は名称及び個 人

番号又は法人番号 (個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏

名又は名称 )

(2)特 定被災共用土 の所在 、地番 、地 目

及び地積並びにその用途

(9 特定被災共用土地に係る法附則第 16

条の 3第 3項に規定する被災区分所有家

屋の所在、家屋番号、種類 、構造及び床

面積並びにその用途

但)各 特定被災共用土地納税義務者の住 Fり千

及び氏名並びに当該各特定被災共用土地

納税義務者の当該特定被災共用土地に係

る持分の割合

□  法附則第 16条 の 3第 3項 の規庁によ

り按分す る場合に用 い 島れ る割 合 に準 じ

て定めた割合及び当該割合の算定方法

4 法附則第 16条 の 3第⊇頂の規定により
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改  正  後 改  正  前

特定被災共用土地とみなされた特定仮換地

等 (以下この項において 「特定仮換地等」

とい う。)に係 る固定資産税額の按分2史

出については、前項中「特定被災共用土地

納税義務者Jと あるのは 「特定仮換地等納

禾静業 務 夕祭| ル 「特 市 締 能 4用 十 七l「 の 1)♪

あるのは 「特定仮換地等の」と、 「特定被

災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等

に対応する従前の土地である特定被災共用

土地に」とする。       (追 加 )

(軽 自動車税 の環境性能割の賦課徴収の特

例 )

第 12条の 2の 2 軽 自動車税の環境性能割
の 賦 誤 徴 ll又 は 、 当 ノ刀` の F日月 範 峯 か 広範

13条 までの規定にかかわ らず、新潟県
が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例

により、行うものとする。

2 新潟県知事は、当今 の F日耳、前項の矧庁に

より行 う軽 自動車税の環境性能割の賦課徴

収 に関 し、三輪 以上 の軽 自動車 が法第

446条 第 1項 (同 条第 2項又は第 3項に

おいて準用す る場合 を合 才fハ )又 は法 第

451条 第 1項若 しくは第 2項 (こ れ らの

規定を同条第 4項又は第 5項において準用

する場合を含む。)の適用を受ける三輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等 (法附

則第 29条の 9第 3項に規定する国土交通

大 臣の認 定等 をい う。次項 にお いて同

じ。 )に 基づ き当該判 断 をす るもの とす

る。

3 新潟県知事は、当分の間、第 1項の規定

により賦課徴収を行 う軽 自動車税の環境性

能割 につき、その納付すべき額について不

足額があることを附 第 12条 の 2の 4の

規定により読み替えられた第 89条の 6第

1項の納期限 (納期限の延長があったとき

は、その延長 された納期限)後 において知

つた場合において、当該事実が生 じた原因

カミ の の をした
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改  正  後 改  正  前

(削 除 )

(削 除 )

(削 除 )

(削 除 )

が偽 りその他不正の手段 (当 該申請をした

者に当該申請に必要な情報を直接又は間接

に提供 した者の偽 りその他不正の手段を含

む。 )に よ り国土交 大 臣の認 庁等 を受 け

土交涌大臣の認 定等 を取 り消 した ことによ

るものであるときは、当該 申請 を した者 又

はその一般承継人を当該不足額に係る三輪

以上の軽 自動車について法附則第 29条の

11の規定によ りその例 によることとされ

た法第 161条 第 1項 に規定する申告書を

提出すべき当該三輪以上の軽 自動車の取得

者 とみなして、軽 自動車税の環境性能割に

関する規定を適用する。

4 前 項 の岬 庁 の滴 用 が あ る場 合 ι お tする納

付すべ き軽 自動車税の環境性能割の額は、

同項の不足額 に、 これ に 100分 の 35の

割合を乗じて計算した金額を加算した金額

とする。

(軽 自動車税の環 能害1の 減綽Iの特イアll)

第 12条 の 2の 3 市長は、当分の間、第
89条の 8の規定にかかわらず、新潟県知

事が自動車税の環境性能割を減免する自動

菫 に相 当す る や、の 卜 l ′て 市 早 が 市 あ る =論

以上の軽 自動車に射 しては、軽 自動車税の

環境性能割を減免する。

(軽 自軍lJ車耕Iの環 能 害‖の 申告 索内イ寸の 特

例 )

第 12条 の 2の 4 第 89条の 6の規定によ

る申告納付については、当分の間、同条中

「市長 Jと あるのは、 「新潟 県知事 |と す

る。

(軽 自動車税 の環境性能割に係 る徴収取扱

費の交付 )

第 12条 の 2の 5 市は、新潟県が軽自動車

税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を

行 うために要する費用を補償するため、法

附則第 29条 の 16 1項 に揚 tザ る今額の

合計額を、徴収取扱費として新潟県に交付

る
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改  正  後 改  正  前

(軽 自動車税

(削 除)

の税率の特例 )

第 12条の 3 法附則第 30条第 1項に規定

する三輪以上の軽 自動車に対する当該軽 自

動車が最初の道路運送車両法第 60条第 1

定」 とい う。 )を 受けた月か ら起算 して

14年 を経過 した月の属する年度以後の年

度分の軽 自動車税____に 係る第 90条

の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる宇句とする。

(表 略 )
2 法附則第 30条第 2項第 1号及び第 2号

に掲げる三輪以上の軽 自動車に対す る第

90条の規定の適用については、当該軽 自

月 31日 までの間に初回車両番号指定を受

けた場合 には、当該初回車両番号指定を受

けた 日の属す る年度の翌年度分の軽 自動車

税     に限 り、次の表の左欄 に掲げる

同条の規定中同表の中欄 に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句 とす る。

(表 略 )

項後段の 埓=に よる車両番号の指定 (次項

及び第 3頂   において 「初回車両番号指

動車 が令 和 7年 4月 1日 か ら令和 10年 3

(軽 自動車税の環境 能割の耕1率 の特例 )

第 12条の 2の 6 営業用の三輪以上の軽ユ
動車 に対す る第 89 の 4の 報 市 の滴 用 に

ついては、当分の間、次の表の左欄 に掲げ

る同条 の規 庁 中 同表 の 中 沐F,還 ↓ 揚 tず る掌 衛

中 「100分 の 3Jと あるのは、 「 100

は、それぞれ同表の 欄に掲げる字旬とす

る。

第 1号 100分 の 1 100分 の O. 5

第 2号 100分 の 2 100分 の 1

第 3号 100分 の 3 100分 の 2

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対す仝隻
89条 の 4(第 3号 に係 る都′ガ＼に限 るハ )

の規定の適用については、当ノ刀
くの間、同号

分の 2Jと する。

(軽 自動車税の種別割の税率の特例 )

第 12条 の 3 法附則第 30条第 1項 に規定

する三輪以上の軽 自動車に対する当該軽 自

動車が最初の法第 444条 第 3項に規定す

る 車両番号の指定 (次項

から第 4項までにおいて 「初回車両番号指

定」 とい う。 )を 受けた月か ら起算 して

14年 を経過 した月の属する年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割に係る第 90条

の規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる宇句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる宇句とする。

(表  略 )

法附則第 30条第 2頂第 1号及び第 2号

に掲げる三輪以上の軽 自動車に対す る第

90条の規定の適用については、当該軽 自

2

動車が令和 4年 4月 1日 か ら令 和 8年 3月

31日 まで の間に初回車両番号指定を受

けた場合 には、当口/ス
■
初回車両番号指定を受

けた 日の属す る年度の輩年度分の軽 自動車

税の種別割に限 り、次の表の左欄 に掲げる

同条の規定中同表の中欄 に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる宇句 とする。

(表 略 )
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改  正  後 改  正  前

3 法附則第 30条第 3項の規定の適用を受

ける三輪以上の同項

に規定するガツジン軽 自動車 (以下この項

において 「ガノリン軽 自動車」と

い う。)(営 業用の乗用のものに限る。 )

に対す る第 90条 の規定の適用について

は、当該ガツリン軽自動車が令和 7年 4月

1日 から令和 8年 3月 31日 までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、令和 8

年度分        _
の軽 自動車税 に限 り、同

条第 2号ア 材1中 「3, 900円 」 とあるの

は 「 2, 000円 Jと 、 同 号 ア 棚 中
「6, 900円 」 とあるのは 「3, 500

円」 とす る。

(削除 )

(軽 自動車税    の賦課徴収の特例 )

第 12条の 3の 2 市長は、軽 自動車税__
の賦課徴収に関し、三輪以上の軽 自動

車が前条第 2項又は第 3項   の規定の適

用を受ける三輪以上の軽 自動車に該当する

かどうかの判断をするときは、国土交通大

臣の認定等 (法附則第 30条の 2第 1項に

規定する国土交通大臣の認定等をい う。次

項において同じ。)に基づき当該判断をす

るものとする。

2 市長は、納付すべき軽 自動車税____
の額について不足額があることを第 91条

3 法附則第 30条第 3項の規定の適用を受

ける三輪以上の法第 446条 第 1項第 3号

に規定するガノリン軽 自動車 (以下この頂

及び次項において 「ガツジン軽 自動車」と

い う。)(営 業用の乗用のものに限るc)

に対す る第 90条 の規定の適用について

は 、 当該ガソリン軽 自動車が令和 4年 4月

1日 から令和 8年 3月 31日 までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、当該初

回車両番号指定を受けた日の属する年度の

認年度分の軽 自動車税の種別割 に限 り、同

条第 2号ア VI中 「3, 900円 Jと あるの

は 「 2, 000円 」 と、 同 号 ア 閉a中

「6, 900円 」 とあるのは 「3, 500

円」 とす る。

4 法附則第 30条 第 4硬_2規定の適用 を受

ける三輪以上のガソリン軽 自動車 (前項の

規定の適用 を受 ける のを除き、営業用 の

乗用 の ものに限 る。 ) に針す る第 90条 の

規定の適用については、当該ガノリン軽貞_

動車が令和 4年 4月 1日 から令和 7年 生ユ

31日 までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初 車両番号指 定 を受 け

た 日の属す る年度の 年産今の韓又自動車耕 |

の種 別 割 に 限 り、 同条 第 2号 ア材1中
「 3, 900円 」 とあるのは 「 8, OOO

「6.900円 |と円Jと 、同号ア 1桝 a中

あるのは「5,2 00円 Iど'する^
(軽 自動車税の種別割の賦口果徴収の特例 )

第 12条 の 3の 2 市長は、軽 自動車税の種

別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動

車が前条第 2項か ら第 4項までの規定の適

用を受ける三輪以上の軽 自動車に該当する

かどうかの判断をするときは、国土交通大

臣の認定等 (法附則第 30条の 2第 1頂に

規定する国土交通大臣の認定等をい う。次

項において同じ。)に基づき当該判断をす

るものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割
の額について不足額があることを第 91条
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改  正  後 改  正  前

第 2項 の納期限 (納期限の延長があつたと

きは、その延長された納期限)後 において

知った場合において、当該事実が生 じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽 りその他不正の手段 (当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供 した者の偽 りその他不正の手段を

含む。)に より国土交通大臣の認定等を受

けたことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取 り消したことに

よるものであるときは、当該申請をした者

又はその一般承継人を賦課期 日現在におけ

る当該不足額に係る三輪以上の軽 自動車の

所有者 とみなして、軽 自動車税____に
関する規定 (第 96条及び第 97条の規定

を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽 自動車税    の額は、同項
の不足額に、これに 100分 の 35の割合

を乗 じて計算 した金額を加算 した金額 とす

る。

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例 )

第 12条の 3の 4 略
2 略
3 略

(1)略

12)第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項及び附則

第 5条の 3第 1項

の規定の適用については、第 24

条中 「所得割の額Jと あるのは 「所得割

の額及び附則第 12条 の 3の 4第 1項の

規定による市民税の所得割の額」と、第

24条 の 2第 1項前段、第 25条 、第
25条の 2第 1頂、附則第 5条第 1項≧
び附則第 5条の 3第 1項

は「所得割の額並びに附則第 12条 の 3

の 4第 1項の規定による市民税の所得割

中 「所得割の額」 とあるの

第 2項の納期限 (納期限の延長があったと

きは、その延長 された納期限)後 において

知つた場合において、当該事実が生 じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽 りその他不正の手段 (当 該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供 した者の偽 りその他不正の手段を

含む。)に より国土交通大臣の認定等を受

けたことを事由として国土交通大臣が当口/ス
■

国土交通大臣の認定等オご取 り消 したことに

よるものであるときは、当該申請をした者

又はその一般承継人を賦課期 日現在におけ

る当該不足額に係 る三輸以上の軽 自動車の

所有者 とみなして、軽 自動車税の種別割に

関する規定 (第 96条及び第 97条の規定

を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽 自動車税の種別割の額は、同項

の不足額に、これに 100分 の 35の割合

を乗 じて計算 した金額を加算 した金額とす

る。

(上場株式等に係 る配当所得等に係る市民

税の課税の特例 )

第 12条の 3の 4 略
2 略
3 略

(1)略

12)第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項、附則第

5条の 3第 1項及び附 貝ll第 5条 の 3の 2

第 1項の規定の適用については、第 24

条中「所得割の額 Jと あるのは 「所得割

の額及び附則第 12条 の 3の 4第 1項の

規定による市民税の所得割の額」と、第

24条 の 2第 1項前段、第 25条 、第
25条の 2第 1項、附則第 5条第 1項二
附則第 5条の 3第 1項及び附則第 5条 の

は 「所得割の額並びに附則第 12条 の 3

の 4第 1項の規定による市民税の所得割

3の 2第 1項 中 「所得割の額」とあるの
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改  正  後 改  正  前

の額 Jと 、第 24条 の 2第 1項 後段中
「所得割の額」とあるのは 「所得割の額

及び附則第 12条 の 3の 4第 1項 の規定

による市民税の所得割の額の合計額」 と

する。

倒～⑬ 略

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例 )

第 12条の 4 略
2 略
3 略

(1)略

(劾  第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項及び附則

第 5条 の 3第 1項

の規定の適用については、第 24

条中 「所得割の額Jと あるのは 「所得割

の額及び附則第 12条 の 4第 1頂の規定

による市民税の所得割の額」と、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条 、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1頂及び附則

第 5条 の 3第 1項

中 「所得割の額」とあるのは 「所

得割の額並びに附則第 12条 の 4第 1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1頂後段中 「所得割の

額」とあるのは 「所得割の額及び附則第

12条 の 4第 1項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

(9～ 脩)略
4 略

(長期譲渡所得に係 る個人の市民税の課税

の特例 )

第 13条 略
2 略
3 略

(1)略

121 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項及び附則

第 5条の 3第 1項 __

の額」 と、第 24条 の 2第 1項後段中
「所得割の額」とあるのは 「所得割の額

及び附則第 12条 の 3の 4第 1項の規定

による市民税の所得割の額の合計額Jと

する。

(9～脩)略

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例 )

第 12条の4 略
2 略
3 略

(1)略

(劾  第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項、附則第

5条の 3第 1項及び附則第 5条の 3の 2

第 1項の規定の適用については、第 24

条中「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額及び附則第 12条 の 4第 1項の規定

による市民税の所得割の額」 と、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項、附則第

5条の 3第 1項及び附 風|1第 5条 の 3の 2

第 1項中「所得割の額」とあるのは 「所

得割の額並びに附則第 12条 の 4第 1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 2型 条の 2第 1項後段 中 「所得割の

額」とあるのは 「所得割の額及び附則第

12条 の 4第 1項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

13)～働 略
4 略

(長期譲渡所得に係 る個人の市民税の課税

の特例 )

第 13条 略

2 略
3 略

(1)日各

(別  第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項、附則第

5 の 3 1 5 の 3の 2
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の規定の適用については、第 24

条中 「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額及び附則第 18条第 1項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第 24条の

2第 1項前段、第 25条、第 25条の 2

第 1項、附則第 5条第 1項及び附則第 5

条の 3第 1項

第

中 「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額並びに附則第 13条第 1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第 24条

の 2第 1項後段中「所得割の額」とある

のは 「所得割の額及び附則第 13条第 1

項の規定による市民税の所得割の額の合

計額Jと する。

(9～脩)略
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡 した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例 )

13条 の 2 昭和 63年度から令和 11年

度までの各年度分の個人の市民税に限 り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第 1項

に規定す る譲渡所得の基因 となる土地等

(租税特別措置法第 31条第 1頂 に規定す

る土地等 をい う。以下この条において同

じ。 )の 譲渡 (同 項に規定す る譲渡をい

う。以下この条において同じ。)を した場

合において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡 (法附則第 34条の 2第 1項に規

定す る優 良住 宅地等 のための譲渡 をい

う。)に該当するときにおける前条第 1項

に規定する譲渡所得 (次条の規定の適用を

受 ける譲渡所得 を除 く。次項において同

じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対 し

て課する市民税の所得割の額は、前条第 1

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応 じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。

(1)及び(劾 略
2 前項の規定は、昭和 63年 度か ら令和
11年度までの各年度分の個人の市民税に

第 1項の規定の適用については、第 24

条中「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額及び附則第 13条第 1頂の規定によ

る市民税の所得割の額Jと 、第 24条の

2第 1項前段、第 25条、第 25条の 2

第 1項、附則第 5条第 1項、附則第 5条

の 3第 1項及び附則第 5条の 3の 2第 1

項中「所得割の額Jと あるのは 「所得割

の額並びに附則第 13条第 1頂の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第 24条

の 2第 1項後段中「所得割の額」とある

のは 「所得割の額及び附則第 13条第 1

頂の規定による市民税の所得割の額の合

計額Jと する。

(9～働 略

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡 した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例 )

第 13条の 2 昭和 63年度から令和 8年度
までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第 1項

に規定す る譲渡所得の基因 となる土地等

(租税特別措置法第 31条第 1項に規定す

る土地等をい う。以下この条において同

じ。 )の 譲渡 (同 項に規定す る譲渡をい

う。以下この条において同じ。)を した場

合において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡 (法附貝U第 34条の 2第 1項 に規

定す る優 良住宅地等 のた めの譲渡 をい

う。)に該当するときにおける前条第 1頂

に規定する譲渡所得 (次条の規定の適用を

受ける譲渡所得 を除 く。次項において同

じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対 し

て口果する市民税の所得害1の額は、前条第 1

項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応 じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。

(1)及び閉 冊各
2 前項の規定は、昭和 63年 度か ら令和
8年度 までの各年度分の個人の市民税に
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限 り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項に規定する譲渡所得の基因となる土

地等の譲渡をした場合において、当該譲渡

が確定優 良住宅地等予定地のための譲渡

(法附則第 34条 の 2第 5頂に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この頂において同じ。)に該当す

るときにおける前条第 1項 に規定する譲渡

所得に係 る課税長期譲渡所得金額に対 して

課する市民税の所得割について準用する。

この場合において、当該譲渡が法附則第

34条の 2第 10項の規定に該当すること

となるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかつたものと

みなす。

3 日各

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例 )

第 14条 略
2～ 4 略
5 略

(1)略

(21 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1頂及び附則

第 5条の 3第 1頂

の規定の適用については、第 24

条中 「所得割の額Jと あるのは 「所得割

の額及び附則第 14条第 1項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第 24条の

2第 1項前段、第 25条、第 25条の 2

第 1項、附則第 5条第 1項及び附則第 5

条の 3第 1頂

中「所得割の額Jと あるのは 「所得割

の額並びに附則第 14条第 1項の規走に

よる市民税の所得割の額 Jと 、第 24条

の 2第 1項後段中「所得割の額」とある

のは 「所得割の額及び附則第 14条第 1

項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。

9～脩)略

限り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項 に規定する譲渡所得の基囚となる土

地等の譲渡をした場合において、当該譲渡

が確定優良住宅地等予定地のための譲渡

(法附則第 34条の 2第 5項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡 をい

う。以下この項において同じ。)に該当す

るときにおける前条第 1項に規定する譲渡

所得に係 る課税長期譲渡所得金額に対 して

課する市民税の所得割について準用する。

この場合 において、当該譲渡が法附則第

34条の 2第 10項 の規定に該当すること

となるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかつたものと

みなす。

3 冊各

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例 )

第 14条 略
2～ 4 H各

5 略

(1)円各

例 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項、附則第

5条の 3第 1項及び附則第 5条の 3の 2

第 1項の規定の適用については、第 24

条中「所得割の額Jと あるのは 「所得割

の額及び附則第 14条第 1項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第 24条の

2第 1項前段、第 25条、第 25条の 2

第 1項、附則第 5条第 1項、附則第 5条

の 3第 1項及び附則第 5条の ■o2第 1

項中「所得割の額Jと あるのは 「所得割

の額並びに附則第 14条第 1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第 24条

の 2第 1項後段中「所得割の額」とある

のは 「所得割の額及び附則第 14条第 1

項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。

(31～ (動  略
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(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例 )

第 14条の 2 略
2 略

(1)略

121 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項及び附則

第 5条の 3第 1項

の規定の適用については、第 24

条中 「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額及び附則第 14条 の 2第 1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第 24

条の 2第 1頂前段、第 25条、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項及び附則

第 5条 の 3第 1項

中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第 14条 の 2第 1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1項後段中 「所得割の

額」 とあるのは 「所得割の額及び附則第

14条の 2第 1項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

(31～働 略

(先物取引に係 る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例 )

第 14条の 8 略
2 略

(1)略

12)第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項及び附則

第 5条 の 3第 1項

の規定の適用については、第 24

条中 「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額及び附則第 14条 の 8第 1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項及び附則

第 5条 の 3第 1項

中「所得割の額」とあるのは 「所

得割の額並びに附則第 14条の 8第 1項

(一般株式等に係 る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例 )

第 14条の 2 略
2 略

(1)略

(動 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項、附則第

5条の 3第 1項及 則第 5条の 3の 2

第 1項の規定の適用については、第 24

条中「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額及び附則第 14条 の 2第 1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1項、附則第

5条の 3第 1項及び附則第 5条の 3の 2

第 1項 中 「所得割の額」とあるのは 「所

得割の額並びに附則第 14条 の 2第 1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1項 後段 中 「所得割の

額」とあるのは 「所得割の額及び附則第

14条 の 2第 1項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

団～(勧 略

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例 )

第 14条の 8 略
2 略

(1)略

(21 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1頂、附則第 5条第 1項、附則第

5条の 3第 1項及び附則第 5条の 3の 2

第 1項の規定の適用については、第 24

条中「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額及び附則第 14条 の 8第 1項の規定

による市民税の所得割の額」 と、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条、第 25条

の 2第 1項、附則第 5条第 1頂、附則第

5条の 3第 1項及び附 則第 5条 の 3の 2

第 1項中 「所得割の額Jと あるのは 「所

得割の額並びに附則第 14条 の 8第 1項
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の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1項 後段中 「所得割の

額」 とあるのは 「所得割の額及び附則第

14条の 8第 1項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

団～(5)略

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例 )

第 14条の 8の 2 略
2 略

(1)略

121 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1頂並びに附則第 5条第 1項及び

第 5条の 3第 1項

の規定の適用については、第 24条中
「所得割の額Jと あるのは 「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 2第 1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条、第 25条

の 2第 1項並びに附則第 5条第 1頂及び

第 5条 の 3第 1項

中 「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第 14条 の 8の 2第 1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1頂 後段中 「所得割の

額」とあるのは 「所得割の額及び附則第

14条の 8の 2第 1項の規定による市民

税の所得割の額の合計額Jと する。

(3)～ (5)略

3及び 4 略
5 略

(1)略

(動 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項並びに附則第 5条第 1項及び

第 5条 の 3第 1項

の規定の適用については、第 24条中
「所得割の額」 とあるのは 「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 2第 3頂後段の

規定による市民税の所得割の額Jと 、第

24条 の 2第 1項 前段、第 25条 、第

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1項 後段 中 「所得割の

額」とあるのは 「所得割の額及び附則第

14条 の 8第 1項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」とする。

(3)～ (0 略

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例 )

第 14条の 8の 2 略
2 略

(1)略

121 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1頂並びに附則第 5条第 1項、第

5条の 3第 1項及び第 5条 の 3の 2第 1

頂の規定の適用については、第 24条中
「所得割の額」とあるのは 「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 2第 1項の規定

による市民税の所得割の額Jと 、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条、第 25条

の 2第 1頂並びに附則第 5条第 1項、第

5条 の 3第 1項及び第 5条の 3の 2第 1

項中 「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額並びに附則第 14条 の 8の 2第 1項

の規定による市民税の所得割の額Jと 、

第 24条 の 2第 1項後段中 「所得割 の

額」 とあるのは 「所得割の額及び附則第

14条の 8の 2第 1項の規定による市民

税の所得割の額の合計額Jと する。

(3)～ (5)略

3及び 4 略
5 略

(1)略

12)第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項並びに附則第 5条第 1項、第

5条の 3第 1項及び第 5条 の 3の 2第 1

項の規定の適用については、第 24条中
「所得割の額」とあるのは 「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 2第 3項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第

24条 の 2第 1項 前段、第 25条 、第
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25条の 2第 1項並びに附則第 5条第 1

項及び第 5条の 3第 1項

中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第 14条 の 8の

2第 3項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第 24条の 2第 1項後段中
「所得割の額Jと あるのは 「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 2第 3項後段の

規定による市民税の所得割の額の合計

額Jと する。

⑥～働 略

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の口果税の特例 )

第 14条の 8の 3 略
2 略

(1)略

(21 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項並びに附則第 5条第 1項及び

第 5条の 3第 1項

の規定の適用については、第 24条中
「所得割の額」 とあるのは「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 3第 1項の規定

による市民税の所得割の額Jと 、第 24

条の 2第 1項前段、第 25条 、第 25条

の 2第 1頂並びに附則第 5条第 1項及び

第 5条の 3第 1項

中 「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額並びに附則第 14条 の 8の 3第 1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1頂後段中 「所得割の

額」とあるのは 「所得割の額及び附則第

14条 の 8の 3第 1項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

13)～倒 略
3及び 4 略
5 略

(1)略

(劾  第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項並びに附則第 5条第 1項及び

第 5条の 3第 1項

25条の 2第 1頂並びに附則第 5条第 1

項 、第 5条の 3第 1 及び 第 5条 の 3の

2第 1項 中 「所得割の額 Jと あるのは

「所得割の額並びに附則第 14条の 8の

2第 3項後段の規定による市民税の所得

割の額Jと 、第 24条の 2第 1項後段中
「所得割の額」とあるのは 「所得割の額

及び附則第 14条の 8の 2第 3項後段の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。

(9～ (動 略

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例 )

第 14条の 8の 3 略
2 略

(1)略

② 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項並びに附則第 5条第 1項、第

5条の 3第 1項及び第 5条の 3の 2第 1

項中「所得割の額」とあるのは 「所得割

の額並びに附則第 14条 の 8の 3第 1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第 24条 の 2第 1項 後段 中 「所得割の

額Jと あるのは 「所得割の額及び附則第

14条 の 8の 3第 1項 の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

(9～ (9 略

3及び 4 略
5 略

(1)略

121 第 24条から第 25条まで、第 25条

の 2第 1項並びに附則第 5条第 1項、第

の 5 の 3の 2 11
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改  正  後 改  正  前

の規定の適用については、第 24条 中
「所得割の額Jと あるのは 「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 3第 3項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第

24条 の 2第 1項前段、第 25条 、第
25条の 2第 1項並びに附則第 5条第 1

項及び第 5条の 3第 項

中 「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第 14条 の 8の

3第 3項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第 24条の 2第 1項後段中
「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 3第 3項後段の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。

(9～⑤ 略
6 略

(削 除)

(個 人の市民税の税率の特例 )

第 24条 略

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収

猶予の特例に係る手続等 )

第 25条  略

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附

金税額控除の特例 )

項の規定の適用については、第 24条 中
「所得割の額Jと あるのは 「所得割の額

及び附則第 14条の 8の 3第 3項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第

24条 の 2第 1項 前段、第 25条 、第
25条の 2第 1項並びに附則第 5条第 1
r百     宅幸章 祭 の 3 常 1項及び第 5条の 3の5

6

2第 1項 中 「所得割の額」 とあるのは

「所得割の額並びに附則第 14条 の 8の

3第 3項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第 24条の 2第 1項後段中
「所得割の額」とあるのは 「所得割の額

及び附則第 14条 の 8の 3第 3項後段の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。

団～⑬ 略

略

(東 日本大震災に係る軽 自動車税の生例の

適用を受けようとする者がすべき申告 )

第 24条 法附則第 57条第 1項から第 3項

までの規定の適用 を とすよ う》す る者
`ま

、

市長が別に定める申告望に、次の各号に掲

げる適用を受けようとする規定の区分に応

じ、当該各号に定め 書類 その他市長 が軽

自動車税の賦課徴収に関し必要 と認める書

類を添付 して市長に提出しなければならな

ヤ` 。

(1)法 附則第 57条第 1項 法施行規則附

則第 25条第 1項に掲げる書類

(2 法附則第 57条第 2項  法施行規則附

則第 25条第 2項に掲げる書類

(勧 法附則第 57条第 3項 法施行規則附

則第 25条第 3項に掲げる書類

(個 人の市民税の税率の特例 )

第 25条 略

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収

猶予の特例に係る手続等 )

第 26条  略
(新型コロすウイルス感染症等に係る寄附

金税額控除の特例 )
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改  正  後 改  正  前

第 26条 略 第 27条  略

例 第 2条の規定による上越市都市計画税条例の一部改正
(下線部分が改正箇所 )

改  正  後 改  正  前

附 則

(法附則第 15条 の 11第 1項の条例で定

める割合 )

2 法附則第 15条 の 11第 1項に規庁す る

条例で定める割合は、 3分の 1と す る。

(追加 )

(改修特別特定建築物 に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告 )

3 法附則第 15条 の 11第 1項の改修特別

特定建築物 について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から 3月

以内に、次に掲げる事項を記載 した申告書

イこ渋 怖 行 細 目|1附 目|1常 峯 の 2 雀 ]:百 trキロ士7 1

する補助に係 る補助金確定通知書の写 し及

び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関す る法律 (平成 18年 法律第 91

号)第 14条第 1項に規定する建築物移動

等 円滑化基準 (同 条 3項 の条例 で付加 し

た事項を含む。)又 は同法第 17条第 3項

第 1号に規定する同法第 2条第 20号に規

定する建築物特定施設の構造及び配置に関

する基準に適合する旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。

(1)及び(21 略

(9 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進 に関す る法律施行令 (平成

18年 政令第 37 9号 )第 5条各 号 に揚

げる特別特定建築物 (高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律第

14条第 3項の条例で定める同法第 2条

第 18号 に規定す る特定建築物を含
む。)のいずれに瞬/ス・ 章するかの別

附 則

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告 )

生  法附則第 15条 の 11第 1頂の改修実演

芸術公演施設について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から 3月

以内に、次に掲げる事項を記載 した申告書

に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行規則 (平成 18年国土

交通省令第 110号 )第 10条第 2項に規

定する通知書の写 し及び主として劇場、音

楽堂等の活性化に関する法律 (平成 24年

法律第 49号 )第 2条第 2項に規定する実

して市長に晃出しなければならない。

(1)及び(動 略

俗) 家屋が高齢者、障 者 等 の移 重力等 の 円

滑化 の促進に関す る法律施行令 (平成

18年政令第 379号 )第 5条第 3号に

演芸術の公演の用に す る流設 で あ る

旨を証する書類を添付

規定する劇場若 しくは演芸場又は同条第

4号 に規定する集会場若 しくは公会 堂の

いずれに該当するかの別
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改  正  後 改  正  前

Ш～(6)略

(宅地等に対 して課する令和 6年度から令

和 8年度までの各年度分の都市計画税の特

例 )

4及び 5 略
6 附則第 4項の規定の適用を受ける宅地等

に係 る令和 6年度から令和 8年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の口果税標準と

なるべき価格に 10分 の 2を乗 じて得た額

(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第 349条 の 3(第 18項 を除

く。)又 は附則第 15条若 しくは第 15条

の 3の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれ らの規定に定める率を

乗 じて得た額)を 当該宅地等に係 る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たな

い場合には、附則第 4項の規定にかかわら

ず、当該都市計画税額とする。

7 商業地等の うち当該商業地等の当該年度
の兵担水準が 0.6以 上 0,7以 下のもの

に係 る令和 6年度から令和 8年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第 4項の

規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額 (当 該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第 349条 の

3(第 18項 を除く。)又は附則第 15条

若 しくは第 15条 の 3の規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該口果税標準額

にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額 とした場

合における都市計画税額 とする。

8 商業地等の うち当該商業地等の当該年度
の負担水準が O,7を 超えるものに係る令

和 6年度から令和 8年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第 4項の規定にか

(4)～ (6)略

(宅地等に対 して課する令和 6年度から令

和 8年度までの各年度分の都市計画税の特

例 )

3及び 4 略
5 附則第 3項の規定の適用を受ける宅地等

に係る令和 6年度から令和 8年度までの各

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格に 10分の 2を乗 じて得た額

(当 該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第 349条 の 3(第 18項 を除

く。)又 は附則第 15条若 しくは第 15条

の 3の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれ らの規定に定める率を

乗 じて得た額)を 当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たな

い場合には、附則第 3頂の規定にかかわら

ず、当該都市計画税額とする。

6 商業地等の うち当該商業地等の当該年度
の負担水準が 0.6以 上 0。 7以下のもの

に係 る令和 6年度から令和 8年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第 3項の

規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額 (当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第 349条 の

3(第 18項を除く。)又 は附則第 15条

若 しくは第 15条 の 3の規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該課税標準額

にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該商業地等に係 る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額 とした場

合における都市計画税額とする。

7 商業地等のうち当該商業地等の当該年度
の負担水準が O.7を 超えるものに係 る令

和 6年度から令和 8年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第 3項の規定にか
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改  正  後 改  正  前

かわらず、当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格に

10分の 7を乗 じて得た額 (当該商業地等
が当該年度分の固定資産税 について法第

349条 の 3(第 18項を除く。)又 は附

則第 15条若 しくは第 15条 の 3の規定の

適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該商業地等に係 る当β/ス十年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額 とする。

(農地に対 して課する令和 6年度から令和

8年度 までの各年度分の都市計画税の特

例 )

9 略

(市街化区域農地に対 して課する都市計画

税の課税の特例 )

10 略
11 前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に対する附則第 9項 の規定の適用につ

いては、同項中「当該農地に係る当該年度

分の都市計画税額」とあるのは 「次頂の規

定により算定 した当該農地に係る当該年度

分の都市計画税額」とする。

12 附則第 4項及び第 6項の 「宅地等」と

は法附則第 17条第 2号 に、附則第 4項及

び第 7項の「前年度分の都市計画税の課税

標準額」とは法附則第 25条第 6項におい

て読み替えて準用 される法附則第 18条第
6項に、附則第 5項、第 7項及び第 8項の

「商業地等 Jと は法附則第 17条 第 4号

に、附則第 7項から第 9項までの 「負担水

準」とは法附則第 17条 第 8号口に、附貝U

第 9頂の 「農地Jと は法附則第 17条第 1

号に、附則第 9項の 「前年度分の都市計画

税の課税標準額Jと は法附則第 26条第 2

頂において読み答えて準用 される法附則第

18条第 6項に、前 2項の 「市街化区域農

地」とは法附則第 19条 の 2第 1項 に規定

するところによる。

かわらず、当該商業地等に係 る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格に

10分の 7を乗 じて得た額 (当該商業地等
が当該年度分の固定資産税 について法第

349条 の 3(第 18項を除く。)又 は附

則第 15条若 しくは第 15条 の 3の規定の

適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれ らの規定に定める率を乗 じて得た

額)を 当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額 とした場

合における都市計画税額とする。

(農地に対 して課する令和 6年度から令和

8年度までの各年度分の都市計画税の特

例 )

8 略

(市街化区域農地に対 して課する都市計画

税の課税の特例 )

9 略
10 前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に対する附則第 8項の規定の適用につ

いては、同頂中「当該農地に係る当該年度

分の都市計画税額Jと あるのは 「次項の規

定により算定した当該農地に係る当該年度

分の都市計画税額」とする。

11 附則第 3項及び第 5項の 「宅地等」と

は法附則第 17条第 2号に、附則第 3項及

び第 6項 の 「前年度分の都市計画税の課税

標準額」 とは法附則第 25条第 6項におい

て読み替えて準用される法附則第 18条第

6項に、附則第 4項、第 6項及び第 7項の

「商業地等」 とは法附則第 17条 第 4号

に、附則第 6項から第 8項までの 「負担水

準」とは法附則第 17条第 8号口に、附則

第 8項の 「農地」とは法附則第 17条第 1

号に、附則第 8項の 「前年度分の都市計画

税の課税標準額Jと は法附則第 26条第 2

頂において読み替えて準用される法附則第

18条第 6項 に、前 2項の 「市街化区域農

地」とは法附則第 19条 の 2第 1項に規定

するところによる。
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改  正  後 改  正  前

13 法附則第 15条 第 1項 、第 8項 、第
18

「

百 ヽ   害 ヨ

は第 63条の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限 り、第 2条第 2項 中「又は

第 27頂 か ら第 30項 まで」 とあるのは
「若 しくは第 27頂から第 30項まで又は

附則第 15条 、第 15条 の 3若 しくは第
63条」とする。

(令和 6年度から令和 8年度までの各年度

分の都市計画税の課税標準の特例 )

14 略

(都市計画税の減額 )

15 略

(平成 15年度分の都市計画税の納期に関

する特例 )

16 略

12項 か ら第 16項
=で
 常

19項 、第 23項 、 26項 、 第 30項 か

ら第 32項まで、第 95項、第 36項、第
40頂若 しくは第 43項 、第 15条 の 3又

12 法附則第 15条 第 1項 、第 9項、第
13項 か ら第 17項 まで、第_19項 、第

は第 63条 の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限 り、第 2条第 2項 中「又は

第 27頂 か ら第 30頂 まで」 とあるのは
「若 しくは第 27項から第 30項まで又は

附則第 15条 、第 15条 の 3若 しくは第
63条」とする。

(令和 6年度から令和 8年度までの各年度

分の都市計画税の口果税標準の特例 )

13 略

(都市計画税の減額 )

14 略

(平成 15年度分の都市計画税の納期に関

する特例 )

15 略

20頂、第 24項、第 27頂、第 31項企
ら第 33項まで、第 86項 、第 37項 、第

41項若 しくは第 44項、第 15条の 3又
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上越市市税条例及び上越市都市計画税条例の一部改正の主な内容

○ 軽自動車税環境性能割の廃止 (市税条例第 9条ほか関係 )

ア 軽 自動車の取得時に課税 される軽自動車税環境性能割について令和 8年 3月 31
日をもつて廃止する。

イ 影響額 約 7千万円の減収 (令和 8年度 )
約 8千 800万円の減収 (令和 9年度 )
※減収額は国の特例交付金により全額補填される。

※令和 10年度以降における自動車税及び軽 自動車税のあり方について

は令和 9年度税制改正において結論を得る。

ウ 適用 日 令和 8年 4月 1日 から適用

〔課税のタイミング〕

環境性能害どの概要

〔課税標準〕 〔就率B

自動車の双得 (購入時) 自動車の取得f正屋額 X
0～ 2%

碑郁塔割隷彗丼割可芯じて決定
普通自動朝提彰掏深門-30/Ol

(自家用乗用車の税率 )

車 種 税率区分 自動車税 軽自動車税

電気自動車、
プラグイン八イプリッド車 等

夢津3果玲堵 すべて

ガソリン車、石油ガス車、
ディーゼル華
(いずれもHVを含む)

琴翻
2030攀
95%達 成～

2030年度燃費基準
80%達成～

1% 35%達成～ 750/◇ 達成～

2% 750/。 達成～

上言3以外 又は
2020靱 妥遊ぎ隼芽妻勢魂

3%
(普通車のみ)
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 報告第 4号

提  出  課 財政課

歳入科目 (P10～ P ll) 12款 1項 1目 地方交付税

歳入科目 (P10～ P ll) 20款 2項 1目 財政調整基金繰入金

単位 :千円

【補正理由】

大雪に伴う市道除排雪経費等の増嵩に対し、国から道路除雪費に係る追力日支援や特別交

付税による財政的支援があったほか、歳出において市道除排雪委託料の残余が見込まれた

ことから、歳入歳出予算を整理し、財政調整基金繰入金を減額するため、補正予算を専決

処分したもの (3月 31日 専決 )

【補正内容】

地方交付税 1,781,007

項 目 補正前 補正額 補正後

地方交付税 26,904,929 1,781,007 28,685,986

3,104,000 1,781,007 4,885,007

合計 26,904,929 1,781,007 28,685,986

財政調整基金繰入金   △3,331,849
項 目 補正前 補正額 補正後

財政調整基金繰入金 4,170,749 △ 3,381,849 838,900

合計 4,170,749 △ 3,331,849 838,900

<参考 >
3月 31日 補正予算の専決処分における歳入歳出予算の整理内容

(歳入 )

(歳出)

補 正 前 補 正 額 補 正 後

地方交付税 26,904,929 1,781,007 28,685,986

財政調整基金繰入金 4,170,749 △ 3,331,849 888,900

款項目 名称 補正額

12款 1項 1目 地方交付税 (特別交付税 ) 1,781,007

16款 2項 7目 土木費国庫補助金 (社会資本整備総合交付金、臨時市

町村道除雪事業費補助金)

1,430,842

20款 2項 1目 財政調整基金繰入金 △ 3,331,849

合計 △ 120,000

款項 目 名称 補正額

8款 2項 5目 除雪費 (事業名 除雪費) △ 120,000

合計 △ 120,000
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 56号

提  出  「呆 税務課

上越市市税条例の一部改正について

改正理由

令和 8年度税制改正に伴 う地方税法等の一部改正を受け、固定資産税の家屋及び償

去「資産に係る免税点を引き上げるほか、所要の改正を行 うもの

1

2 改正内容

個人住民税における公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲を拡

大する措置を講 じる。 (第 28条、第 29条の 2、 第 29条の 8関係 )
固定資産税の家屋及び償却資産に係る免税点を引き上げる。 (第 70条関係 )
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡 した場合の長期譲渡所得に係る課税の

特例の見直し及び適用期限の延長を行 う。 (附則第 18条の 2関係 )
寄附金税額控除について引用条項を整備する。 (第 24条の 2、 附則第 5条の 4、
附則第 7条の 2関係 )

特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例について、適用期

限を延長する。 (附則第 4条関係 )

住宅借入金特別税額控除について、適用期限を延長する。 (附則第 5条の 3関係 )

その他文言を整備する。

3 施行期 日
次に掲げる区分に応 じ、次に定める日

(1)27)の 改正 公布の日
12)2(1)、 2日及び 216)の改正 令和 9年 1月 1日
儒)212)の改正 令和 9年 4月 1日
惚)2団 及び 2惚)の改正 令和 10年 1月 1日

4 上越市市税条例改正案新旧対照表
(下線部分が改正箇所 )

(1)

(2)

(3)

(4)

(9

(6)

(7)

改  正  案 改  正  前

(寄附金税額控除 )

第 24条の 2 略
2 前項の特例控除額は、法第 314条 の 7

第 11項 (法附則第 5条の 6第 3項又は第
4項の規定により読み替えて適用 される場

合を含む。)に定めるところにより計算 し

た金額とする。

(市民税の申告 )

第 28条  第 14条第 1項第 1号に掲げる者

は、 3月 15日 までに、法施行規則第 5号

(寄附金税額控除 )

第 24条 の 2 略
2 前項の特例控除額は、法第 314条 の 7

第 11項 (法附則第 5条 の 6第 2項
の規定により読み替えて適用 される場

合を含む。)に定めるところにより計算 し

た金額 とする。

(市民税の申告 )

第 28条 第 14条第 1項第 1号に掲げる者
は、 3月 15日 までに、法施行規則第 5号

86



改  正  案 改  正  前

の 4様式 (別表)に よる申告書を市長に提

出 しな けれ ばな らない。 ただ し、法第

317条 の 6第 1項又は第 4項の規定によ

り給与支払報告書又は公的年金等支払報告

書を提出する義務がある者から 1月 1日 現

在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で、前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の

所得を有 しなかつたもの (公的年金等に係

る所得以外の所得を有 しなかった者で社会

保険料控除額 (令第 48条 の 9の 7に規定

するものを除く。 )、 小規模企業共済等掛

金控除額、生命保険料控除額、地震保険料

控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額 (所得割の納税義務者 (前年の合計所得

金 額 が 900万 円以 下であ るものに限

る。)の 法第 314条 の 2第 1項第 10号

の 2に規定する自己と生計を―にする配偶

者 (前年の合計所得金額が 95万 円以下で

あるものに限る。)で控除対象配偶者に該

当しないものに係るものを除く。 )、 法第

314条 の 2第 4項に規定する扶養控除額

若 しくは特定親族特別控除額 (特 定親族

(同条第 1項第 12号に規定する特定親族
をい う。第 29条 の 2第 1項第 3号並びに

第 29条 の 3第 1項及び第 2項第 4号にお
いて同じ。)(前 年の合計所得金額が 85

万円以下であるものに限る。)に係 るもの

を除 く。)の控除又はこれ らと併せて雑損

控除額若 しくは医療費控除額の控除、法第

313条 第 8項に規定する純損失の金額の

控除、同条第 9項に規定する純損失若 しく

は雑損失の金額の控除若 しくは第 24条の

2の規定により控除すべき金額 (以下この

条 にお いて 「寄附金税額控 除額 」 とい

う。 )の 控除を受けよ うとす るものを除

く。以下この条において 「給与所得等以外

の所得を有 しなかつた者」という。)は、

この限 りでない。

2～ 8 略

の 4様式 (別表)に よる申告書を市長に提

出 しなけれ ばな らない。 ただ し、法第

317条 の 6第 1項又は第 4項の規定によ

り給与支林報告書又は公的年金等支払報告

書を提出する義務がある者から 1月 1日 現

在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で、前年中において給与所得以

外の所得又は公的年金等に係る所得以外の

所得を有 しなかったもの (公的年金等に係

る所得以外の所得を有 しなかつた者で社会

保険料控除額 (令第 48条 の 9の 7に規定

するものを除く。 )、 小規模企業共済等掛

金控除額、生命保険料控除額、地震保険料

控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額 (所得割の納税義務者 (前年の合計所得

金額 が 900万 円以下で あ るものに限

る。)の法第 314条 の 2第 1頂第 10号

の 2に規定する自己と生計を―にする配偶

者 (前年の合計所得金額が 95万円以下で

あるものに限る。)で控除対象配偶者に該

当しないものに係るものを除く。 )、 法第

314条 の 2第 4項に規定する扶養控除額

若 しくは特定親族特別控除額 (特 定親族

(同 条第 1項第 12号に規定する特定親族

をい う。第 29条の 2第 1項第 3号及び第
29条の 3第 1項          にお

いて同じ。)(前 年の合計所得金額が 85

万円以下であるものに限る。)に係るもの

を除く。)の控除又はこれ らと併せて雑損

控除額若 しくは医療費控除額の控除、法第

313条 第 8頂に規定する純損失の金額の

控除、同条第 9頂に規定する純損失若 しく

は雑損失の金額の控除若 しくは第 24条の

2の規定により控除すべき金額 (以下この

条 において 「寄附金税額控 除額 」 とい

う。 )の 控除を受けよ うとす るものを除

く。以下この条において 「給与所得等以外

の所得を有 しなかった者」とい う。)は、

この限りでない。

2～ 8 冊各
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改  正  案 改  正  前

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書 )

第 29条の 2 略

(1)略

(2 所得割の納税義務者 (合計所得金額が

1, 000万 円以下 で あ る もの に限

る。 )の 自己と生計を―にす る配偶者

(法第 313条 第 3項に規定する青色事

業専従者に該当するもので同項に規定す

る給与の支払を受けるもの及び同条第 4

項に規定する事業専従者に該当するもの

を除 く。次条第 1項第 2号 において同

じ。)(合 計所得金額が 133万 円以下
であるものに限る

。)の氏名

(9及び14)略

2～ 4 略
5 給与所得者は、第 1項及び第 3項の規定

による申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第 48条 の 9の 7の 2において

準用する令第 8条 の 2の 2に規定する要件

を満たす場合には、法施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対 し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法 (電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって法施行規則で定め

るものをい う。次条第 5頂及び第 56条第
3項において同じ。)に より提供すること

ができる。

6 略

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書 )

第 29条の 3 次に掲げる者 (以 下この条に

お いて 「公 的年金等

は、公的年金等支仏者 (所得税法第 203

条の 6第 1項 に規定する申告書の提出の際

に経 由すべき同頂に規定する公的年金等

(以下この項において 「公的年金等」 とい

う。)の支払者をいう。以下この条におい

晉 給考 1 澄ヤヽ う^ )

(個 人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書 )

第 29条の 2 略

(1)略

(動 所得割の納税義務者 (合計所得金額が

1, 000万 円以 下で あ るもの に限

る。 )の 自己 と生計を―にす る配偶者

(法第 313条 第 3頂に規定する青色事

業専従者に該当するもので同項に規定す

る給与の支払を受けるもの及び同条第 4

項に規定する事業専従者に該当するもの

を除き、

合計所得金額が 133万 円以下
であるものに限る。次条第 1項において

同じ。)の氏名

(9及び14)略

2～ 4 略
5 給与所得者は、第 1項及び第 3頂の規定
による申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第 48条 の 9の 7の 2に おいて

準用する令第 8条 の 2の 2に規定する要件

を満たす場合には、法施行規則で定めると

ころにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対 し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法 (電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって法施行規則で定め

るものをい う。次条第 4項及び第 56条第
3項において同じ。)に より提供すること

ができる。

6 略

(個 人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書 )

おいて同項に規定する公的年金等 (所得税

法第 203条 の 7の規定の適用を受けるも
のを除く。以下この項において 「公的年金

第 29条の 3 所得税法第 203条 の 6第 1

項の規定により同項に規定す る申告書を提

出 しなければならない者又は法の施行地に

とヤヽ つ
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改  正  案 改  正  前

て同じ。)か ら毎年最初に公的年金等の支

払 を受ける日の前 日 で に、法流行規 則で

定めるところにより、次項冬号に揚 tず る事

( 1

項を記載 した申告書を、当該公的年金等支

払者を経由して、市長に提出しなければな

らない。

〕 所得瀞法筑 2 03条 の 6第 1項 の 矧 庁

により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者

(劾 法の施行地において公的年金等 (所得
税法第 203条 の 7の規定の適用を受け

条第 1項第 1号に掲げる者であって、特

定配偶者 (所得割の納税義務者 (合計所

得金額が 900万 円以下であるものに限

る。 )の 自己と生計を―にする配偶者

(合計所得金額カミ95万 円以下である (ぅ

のに限る6)をい う̂ 次 号及び次項第 3

下 この号において同 じハ )に係 る所得 を

るものを除く。)の支払を受ける第 14

号において同 じ。 )(退 職手当等 (第
48条 に規定する退職手当等に限る。以

有する者に限る。)又は扶養親族 (年齢

16歳未満の者又は控除対象扶養親族で

あつて退職手当等に係 る所得を有する者

に限る。)若 しくは特定親族 (退職手当

等 に係 る所 得 を有 す る考 で ふ つ て  合 計

所得金額が 85万円以下であるものに限

る。)を有する者

(勧 法の施行地において公的年金等 (所得

税法第 203条 の 7の矧 庁の滴用 を受 け

る ものに限 る∩ )の 支 払 狩晉 ↓する第 14

条第 1項第 1号に掲げる者 (当該年中に

支払を受けるべき当該公的年金等の額が

その年最才く刀に当該公 的 年 小 等 すキム券野の

け るべ き 日の前 日の期1源,に お い て令 第

48条 の 9の 7の ュに定める金額に満た

ない者を除く。)であって、障害A__塁

婦若 しくはひとり親に該当する者又は特

定配偶者若 しくは扶養親族 (年齢 16歳

未満 の者 又 は控 除対象 扶養親族 に限

て、特定配偶者 (所得割の納税義務者 (全

計所得金額が 900万 円以下であるものに

限る。 )の 自己と生計 を―にす る配偶者

(退職手当等 (第 48条 に矧庁す る退職手

当等に限る。以下この項 にお い て 同 じハ )

に係る所得を有する者であって、合計所得

金額が 95万円以下であるものに限る。 )

をいう。第 2号において同じ。)又 は扶養

親族 (年齢 16歳未満の者又は控除対象扶

養親族であつて退職手当等に係る所得を在

する者に限る。)若 しくは特定親族 (退職

計所得金額が 85万円以下であるものに限

る。 )を 有す る者 (以 下 この条において
「公的年金等受給者 J

住所を有す るものは、当該 申告書 の緑 出の

際に経由すべき所得税法第 203条 の 6第

1頂に規定する公的年金等の支払者 (以 下

(勧 扶養親族又は特定親族の氏名

14)そ の他法施行規則で定める事項

手当等に係 る所得 を す る者 であって、今

とい うハ )で 市内に

この条において 「公 年金等支払者 |と い

う。)か ら毎年最初に公的年金等の支払を

受ける日の前 日までに、法施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由

して、市長に提出し′ょ`ければなら′ょ`いハ

(1)当該公的年金等支払者の名称

121 特定配偶者の氏名
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改  正  案 改  正  前

る。)若 しくは特定親族 (合計所得金額

が 85万 円以下であるものに限る。)を

有する者

2 前項の規定による申告書の記載事項は、

次に掲げる事項とする。

(1)公的年金等支払者 の名称

121 公的年金等受給者が、法第 314条 の

2第 1項第 6号に規定する特別障害者又

t―と子 の イ∬J の 隋 喜 者 に 該 当 十 ス 操 谷 tr l十 ろ

の 旨及 び そ の該 当す る専 宝 彬 rド ι 真 婦 W

はひとり親に該当する場合にはその旨

(9 特定配偶者の氏名

ほ)扶養親族又は特定親族の氏名

(勧 その他法施行規則で定める事項

(追加 )

3 第 1頂又は法第 317条 の 3の 3第 1項

の規定による申告書を公的年金等支払者を

経由して提出する場合において、当該申告

書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出し

た第 1項又は同条第 1項の規定による申告

載 した事項 と異動

がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第 203条 の

6第 2項 に規定する国税庁長官の承認を受

けている場合に限 り、法施行規則で定める

ところにより、第 1項又は法第 317条 の

3の 3第 1項の規定により記載すべき事項

に代えて当該異動がない旨を記載 した第 1

項又は同条第 1項の規定による申告書を提

出する ことができる。

略

公的年金等受給者は、第 1項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

て準用する令第 8条 の 2の 2に規定する要

件を満たす場合には、法施行規則で定める

ところにより、当該 申告書の提出に代 え

て、当該公的年金等支払者に対 し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法により

4

5

等支払者が令第 48条 の 9の 8  におい

2 前項 又は法第 317条 の 3の 3第 1項

の規定による申告書を公的年金等支払者を

経由して提出する場合において、当該申告

書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出し

た前項 又は法第 317条 の 3の 3第 1頂

の規定による申告書に記載 した事項 と異動

がないときは、公的年金等受給者は、当該

公的年金等支払者が所得税法第 203条 の

6第 2項に規定する国税庁長官の承認を受

けている場合に限 り、法施行規則で定める

ところにより、前項 又は法第 317条 の

3の 3第 1項の規定により記載すべき事項

に代えて当該異動がない旨を記載 した前項

_又 は法第 317条 の 3の 3第 1項の規定

による申告書を提出することができる。

3 略
4 公的年金等受給者は、第 1項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年金

て準用する令第 8条 の 2の 2に規定する要

件を満たす場合には、法施行規則で定める

ところにより、当該 申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対 し、当該申

告書に記載すべき事項を電磁的方法により

等支払者が令第 48条 の 9の 7の 3におい
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改  正  案 改  正  前

提供す ることができる。

6 前項の規定の適用がある場合における第
4項の規定の適用については、同頂中 「申

告書がJと あるのは 「申告書に記載すべ き

事項をJと 、 「公的年金等支払者 に受理 さ

れた ときJと あるのは 「公的年金等支払者

が提供 を受 けた ときJと 、 「受理 され た

日Jと あ るのは 「提供 を受 けた 日Jと す

る。

(固定資産税の免税点 )

第 70条  同一の者についてその者の所有 に

係 る土地、家屋又は償却資産に対 して課す

る固定資産税 の課税標準 となるべ き額が、

定資産税を課さない。

附 則

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例 )

第 4条 平成 30年度以後       の

各年度分の個人の市民税に限 り、法附則第

4条の 5第 3項の規定に該当する場合にお

ける第 21条 の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

1頂 Jと あるのは 「同条第 1項 (第 2号 を

除く。)Jと 、 「までJと あるのは 「まで

並びに法附則第 4条の 5第 3項の規定によ

り読み替えて適用 される法第 314条 の 2

第 1項 (第 2号に係る部分に限る。 )」 と

して、同条の規定を適用す ることができ

る。

(個 人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除 )

第 5条の 3 平成 22年度から令不日25年度
までの各年度分の個人の市民税に限 り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第 41条又は第 41条 の 2
の 2の 規定の適用を受けた場合 (同 法第

41条第 1項に規定する居住年が平成 21

土地又は家屋にあつては 30万円

、償却資産 にあつては

180万 円に満たない場合においては、固

提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第
3項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは 「申告書に記載すべき

事項を」と、 「公的年金等支払者に受理 さ

れたときJと あるのは 「公的年金等支払者

が提供 を受けた とき」 と、 「受理 された

日」 とあるのは 「提供 を受けた 日」 とす

る。

(固定資産税の免税点 )

第 70条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋及び償却資産に対 して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が、

定資産税を課さない。

附 則
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例 )

第 4条  平成 30年度から令和 9年度までの

各年度分の個人の市民税に限 り、法附則第

4条の 5第 3項の規定に該当する場合にお

ける第 21条 の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

1項」とあるのは 「同条第 1項 (第 2号を

除く。 )」 と、 「までJと あるのは 「まで

並びに法附則第 4条の 5第 3項の規定によ

り読み替えて適用される法第 314条 の 2

第 1項 (第 2号に係る部分に限る。)Jと
して、同条の規定を適用す ることができ

る。

(個 人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除)

第 5条の 3 平成 22年度から令和 20年度
までの各年度分の個人の市民税に限 り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第 41条又は第 41条 の 2
の 2の 規定の適用を受けた場合 (同 法第

41条第 1項 に規定する居住年が平成 21

土 地 にあつては 30万 円、家屋に

あつては 20万 円、償却資産 にあつては
150万 円に満たない場合においては、固
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改  正  案 改  正  前

年から令 和 12年

限る。 )に は、法附則第 5条 の 4第 5項

(同 条第 7項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。)に規定するところに

より控除すべき額を、当該納税義務者の第

22条及び第 24条の規定を適用 した場合
の所得割の額から控除する。

2 略

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例 )

第 5条 の 4 第 24条の 2の規定の適用を受

ける市民税の所得割の納税義務者が、法第

314条 の 7第 11項第 2号若 しくは第 3

号に掲げる場合に該当する場合又は第 22

条第 2項 に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有 し

ない場合であって、章該納税義務者の前年

中の所得について、附則第 12条 の 3の 4

第 1項、附則第 12条の 4第 1頂、附則第
13条第 1項、附則第 14条第 1頂、附則

第 14条の 2第 1項、附則第 14条 の 3第

1項又は附則第 14条 の 8第 1項の規定の

適用を受けるときは、第 24条の 2第 2項

に規定する特例控除額は、同項の規定にか

かわらず、法附則第 5条の 5第 2項 (法附

則第 5条の 6第 3項又は第 4項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。)に

定めるところにより計算 した金額 とする。

第 7条 の 2 当分の間、所得割の納税義務者
が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、

かつ、当該納税義務者について前条第 3項

の規定による申告特例通知書の送付があっ

た場合 (法附則第 7条第 13頂の規定によ

りなか った もの とみ な され る場合 を除

く。)に は、法附則第 7条 の 2第 4項 (法

附則第 7条の 3第 3項又は第 4項の規定に

より読み替えて適用 される場合を含む。 )

に規定す るところにより控除すべき額 を、

第 24条 の 2第 1項及び第 2項の規定を適

用 した場合の所得割の額か ら控除す るもの

までの各年である場合に 年から令和 7年  までの各年である場合に

限る。 )に は、法附則第 5条 の 4第 5項

(同 条第 7項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。)に規定するところに

より控除すべき額を、当該納税義務者の第

22条及び第 24条の規定を適用 した場合
の所得割の額から控除する。

2 日各

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例 )

第 5条の 4 第 24条の 2の規定の適用を受

ける市民税の所得割の納税義務者が、法第

314条 の 7第 11項第 2号若 しくは第 3

号に掲げる場合に該当する場合又は第 22

条第 2項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有 し

ない場合であつて、当該納税義務者の前年

中の所得について、附則第 12条 の 3の 4

第 1項、附則第 12条 の 4第 1頂、附則第
13条第 1項、附則第 14条第 1項、附則

第 14条 の 2第 1項、附則第 14条の 3第

1頂又は附則第 14条 の 8第 1項の規定の

適用を受けるときは、第 24条の 2第 2項

に規定する特例控除額は、同項の規定にか

かわらず、法附則第 5条の 5第 2項 (法阻

則第 5条の 6第 2項      の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。)に

定めるところにより計算 した金額とする。

第 7条の 2 当分の間、所得割の納税義務者
が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、

かつ、当該納税義務者について前条第 3項

の規定による申告特例通知書の送付があつ

た場合 (法附則第 7条第 13項の規定によ

りなか った もの とみ な され る場合 を除

く。)に は、法附則第 7条の 2第 4項

に規定するところにより控除すべき額を、

第 24条の 2第 1項及び第 2項の規定を適

用 した場合の所得割の額から控除するもの
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改  正  案 改  正  前

とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡 した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

口果税の特例 )

第 13条の 2 略
2 前項の規定は、昭和 63年 度か ら令和
11年度までの各年度分の個人の市民税に

限 り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項に規定する譲渡所得の基因となる土

地等の譲渡をした場合において、当該譲渡

が確定優良住宅地等予定地のための譲渡

(法附則第 34条の 2第 6項 に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この項において同じ。)に該当す

るときにおける前条第 1項に規定する譲渡

所得に係る課税長期譲渡所得金額に対 して

課する市民税の所得割について準用する。

この場合において、当該譲渡が法附則第

34条の 2第 12項の規定に該当すること

となるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかつたものと

みなす。

3 略
4 第 1頂 (第 2項 において準用する場合を

含む。)の場合において、所得割の納税義

務者が、租税特別措 法第 31条 の 2第 2

項第 13号から第 15号までに掲げる土地

等の譲渡に該当するものをしたときにお 1,

るその譲渡をした土地等がその譲渡を した

時において地すべり 防上ヒ法  (日召禾日33有

法律第 30号 )第 3条第 1項の地すべ り防
止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律 (昭和 44年法律第 57号 )
雀 峯 笛 「 百の <柘 lllす 出 使 待 硲 医 士E' +3 1

砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律 (平成 12年法律第
57号 )第 9条第 1項の土砂災害特別警成
区域又は特定都市河川浸水被害対策法 (平

成 15年 法律第 77 )第 56条 第 1項 の

浸水被害防止区域内にあるときは、当該土

とする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例 )

第 13条の 2 略
2 前項の規定は、昭和 63年 度か ら令和
11年度までの各年度分の個人の市民税に

限 り、所得割の納税義務者が前年中に前条

第 1項に規定する譲渡所得の基因となる土

地等の譲渡をした場合において、当該譲渡

が確定優 良住宅地等予定地のための譲渡

(法附則第 34条の 2第 5項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この項において同じ。)に該当す

るときにおける前条第 1項に規定する譲渡

所得に係る課税長期譲渡所得金額に対 して

課する市民税の所得割について準用する。

この場合において、当該譲渡が法附則第

34条の 2第 10項 の規定に該当すること

となるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかったものと

みなす。

3 略
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地等の譲渡は、第 1 又 は第 2項 に規 惹す

る優良住宅地等のための譲渡又は確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しない

ものと なすハ

(東 日本大震災に係 る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等 )

第 23条 略
2～ 4 略
5 法附則第 56条第 10項又は第 11項の

規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初 日の属する年の 1月 31日 (同条第

10項の規定の適用を受けようとする土地

を平成 24年 1月 1日 までに取得 し、又は

同条第 11項 の規定の適用を受けようとす

る家屋を同日までに取得 し、若 しくは改築

した場合にあつては、市長が別に定める期

日)ま でに、市長が別に定める申告書に法

施行規則附則第 24条第 12項 に掲げる書

類 を添付 して市長 に提出 しなければな らな

い 。

6 略

(削除 )

(東 日本大震災に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等 )

第 23条 略
2～ 4 略
5 法附則第 56条第 10項又は第 11項 の

規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初 日の属する年の 1月 31日 (同条第

10項の規定の適用を受けようとする土地

を平成 24年 1月 1日 までに取得 し、又は

同条第 11項の規定の適用を受けようとす

る家屋を同日までに取得 し、若 しくは改築

した場合にあつては、市長が別に定める期

日)ま でに、市長が別に定める申告書に法

施行規則附則第 24条第 11項 に掲げる書

類を添付 して市長に提出しなければならな

ヤ`。

6 略

7 法附則第 56条第 12項 の規定の滴 用 を

受けようとする者は、当該年度の初日の属

する年の 1月 31日 (同項の規定の適用を

受けようとする償却資産を平成 24年 1月

1日 までに取得 し、 は改良 した場合 にあ

っては、市長が別 に め る期 日)ま で に、

法施行規則第 26号様式による申告書に次
に揚げる書類を添付 して市長に提出しなけ

ればな 漆いハ

(1)法施行規則附則 24条 第 11項 第 2

号に掲げる書類 (令附則第 33条第 17

項に規定する被災償却資産又は同条第

19項に規定する代替償却資産が共有物
で あ る μきは 、 当 力Π身 て 当該 僧t

却資産に係る各共有者の持分割合を記載

した書類 )

切  その他市長が固定資産税の賦課徴収に

し め
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上越市市税条例の一部改正の主な内容

O 固定資産税等の免税点の見直し 固定資産税及び都市計画税

ア 改正の概要
固定資産税について、家屋に係る免税点を 30万円 (現行 20万円)に、償却資

産に係る免税点を 180万円 (現行 150万 円)にそれぞれ引き上げる。また、者b市

計画税も固定資産税の例により、家屋に係る免税点を 30万円 (現行 20万円)に

引き上げる。 (第 70条関係 )

免税点とは・・・同一人が所有する土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計

が一定額未満の場合には、固定資産税を課さないという制度

上の基準額

イ 影響額
固定資産税 約 8,800千 円の減収/年

(家屋 約△5,000千 円、償却資産 約△3,800千 円)
約 200千円の減収/年者【市計画税

ウ 適用日 令和 9年度分の固定資産税及び都市計画税から適用

税 目 現行 見直し後

固定資産税 土地

家屋

償却資産

30万 円

20万 円

150万 円

土地

家屋

30万円 (変更なし)

30万円 (+10万 円 )

償却資産  180万円 (+30万 円 )

者Ь市計画税 土地

家屋

30万 円

20万 円

土地 30万円 (変更なし)

30 +10
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 60号

提  出  課 資産活用口呆

公有財産の減額貸付けについて

1 貸付けを行 う財産
(1)

(2)

(3)

14)

(引 評 価 額

脩)貸 付 料

【位置図】

【建物外観】

称

地

分

積

在

名

所

区

面

:旧安塚中学校

:上越市安塚区石橋 6番地

!土地、建物 2棟

:土地 22,352,00ピ

建物 校舎 (鉄筋コンクリー ト造 3階建て)3,591.00だ
体育館 (鉄骨造 2階建て)1,622.00ピ

昭和 52年建築 (経過年数 49年 )

(財産台帳評価額):

土地 86,449,600円 (法定外公共物を除く 19,184だの評価額 )

建物 407,050,800円

:1,560,000円 /年
(市が募集要領で参考価格 として記載 した賃借料 42,527,560円 /年 )

こ
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2 貸付先
愛知県名古屋市中村区名駅 1丁 目 1番 1号  」Pタ ワー名古屋 26階
プロスペックAZ株式会社
代表取締役 遠山 知宏

貸付先の選定理由

令和 7年 10月 から公募型プロポーザルによる利活用事業者を募集 した結果、1提案

があり、令和 8年 3月 23日 に開催 した選定委員会での審査において、プロスペックA
Z株式会社が優先交渉先として選定された。
これを受け、4月 28日 に開催 した地元説明会等において、優先交渉先による事業の

実施について一定の賛同を得られたと判断したこと、また、事業内容は募集要領に示す

貸付け条件に合致した提案であり、地域への貢献が期待できるものであること、さらに、

安塚区地域協議会が自主的審議事項を通 じて検討 した廃校の利活用事業者に期待する

内容にも合致 していたことから、プロスペックAZ株式会社を貸付先 として選定した。
ついては、参考価格未満で提案されたことから減額貸付けの取扱いとなり、地方自治

法第 96条第 1項第 6号の規定に基づき、市議会の議決を求めるものである。

4 貸付けの概要
(1)募集概要

① 募集の趣旨
令和 6年 4月 に東頸中学校へ統合 したことに伴い廃校となつた旧安塚中学校に
ついて、安塚区地域協議会で令和 6年 7月 から自主的審議事項として、校舎の利活

用による地域振興策の実現に向けた議論を行つているなど、地域の関心が高い施設

であることや、令和 7年 4月 から市が実施 した「廃校施設の利活用に関するサウン

ディング (民間対話)型市場調査」の結果、旧安塚中学校については、市場におけ
る需要があることが判明したことから、廃校の利活用を図るとともに、地域活性化

に寄与することを目的とし、周辺地域、対象施設の特性をいかして利活用を図る事

業者を募集することとした。

② 貸付期間
契約締結の日から 10年間

③ 貸付方法
有償貸付け

④ 賃借料 (参考価格 )

貸
借
料

土 地 1,822,480円 /年
建 物 40,705,080円 /年
計 42,527,560円 /年
維持管理費 1,511,091円 /年

※ 賃借料の参考価格は、普通財産貸付事務取扱要領に基づき、財産台帳評価額
から算出した土地と建物の賃借料を合計 した額 (42,527,560円 /年)と なる
が、建物が堅牢であり財産台帳評価額や賃借料が高額なことから、市が当施設

の保有を継続する際に、必要となる最低限の維持管理費 (1,511,091円 /年 )
を最低希望価格 とし、それ以上の額による賃貸契約を希望 して募集

主な資格要件

地方自治法施行令 (昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定に該当しない

者であること

市区町村税等の滞納がないこと
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例 契約方法
随意契約 (公募型プロポーザル方式により選定)

俗)貸付けの主な条件
① 事業実施のために必要となる施設整備は、事業者自らの資金負担とする。
② 施設を運営する期間を通じ、施設の運営及び維持管理並びに必要となる修繕は、
事業者自らの資金負担とする。

③ 優先交渉先に選定された後において、優先交渉先は、市が指定する期間内に、安
塚区地域協議会、特定非営利活動法人NPO雪 のふるさと安塚、立地町内会、そ
の他市が必要と認めた地域団体及び地域住民等に対し、事業の説明を行うこと

惚)貸付内容
① 金額 :1,560,000円 /年
② 理由 :市が参考価格とした賃借料 42,527,560円 /年を下回つているが、最低希

望価格 (1,511,091円 /年)を上回つているため

5 事業計画の概要
(1)事業概要

① 事業内容
・ クルマエビのスマー ト陸上養殖事業

・ 山口県美祢市における同様の事業実績があり、国内 3か所 日の生産拠点
・ 地域に根 ざした事業運営を行 うため、特別 目的会社若 しくは支店登記等により

事業主体となる会社を地域に設立する可能性があり、その場合は、事業主体と

の共同事業になる。

・ 本事業は、行政が保有する公共資産を活用 し、民間が投資・運営を行 う官民連

携型事業であり、公共資産×民間資本×地域参画による持続可能な地域再生モ

デルを構築する。

② 事業期間
10年間 (その後の延長も希望 )

③ 実施スケジュール
賃貸借契約締結の 1か月後 養殖設備、給排水、電気工事着工

アメ 5か月後 開所式、稚エビ放流

第 1期生育開始 (校舎 13槽 )
〃 10か月後 第 2期生育開始 (体育館 12槽 )

以降、全 25槽での育成を行 う

※早ければ令和 9年度中に出荷予定

④ 概算事業費試算
・ 設備工事費は 120,000千円を予定

・ 収入は、25槽 (校舎 13槽、体育館 12層 )全部稼働で年間 40,000千 円を予定

=:ここ議と

'ユ

・
す・
f
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⑤ 地域協議会が期待する内容 との整合

育成されたクルマエビのブラン ド化と地域イベン ト等での活用

新規雇用は地元雇用を優先

児童、生徒の見学、体験機会の創出

既存の雪冷房設備、太陽光設備を自家消費して事業を実施

6 貸付先決定までの経過
(1)サ ウンディング (民間対話)型市場調査の実施
① 調査対象施設
旧安塚中学校を含む 15の廃校施設

② 主な調査スケジュール
内容 日程

実施要領の公表 令和 7年 4月 4日

現地見学会 令不日7年 5月 9日 、 15日 、 21日

対話型市場調査 令和 訂年 6月 11日 ～6月 30日

③ 調査結果
5施設 7事業の提案があった。 (1日安塚中学校は 1事業の提案)

④ 調査後の検討結果
早期の利活用実現が見込めそうな旧安塚中学校について、公募型プロポーザル

により事業提案を募集することとした。

121 公募型プロポーザルの実施

① 公募期間
令和 7年 10月 15日 から 12月 25日 まで (72日 間)

(市ホームページに掲載し、報道機関、金融機関、令和 7年度廃校利活用サウン

ディング (民間対話)型市場調査参加事業者等に情報提供 )
② 応募数
1提案

③ 選定委員会の選定結果
ア 選定委員会の構成              (令 和 8年 3月 23日 現在 )

種別 選定委員

学識経験者 吉田 昌幸 (国立大学法人上越教育大学教授 )
経営 。財務会計に精通

している専門家

笹川 香繊 (税理士 )
平野 康晴 (中小企業診断士 )

商工団体 金井 明  (大浦安商工会副会長 )
地域団体 小松 光代 (特定非営利活動法人NPO雪 のふるさ

と安塚代表理事 )

長谷川 直樹 (安塚区町内会長協議会会長 )
市職員 今井 勝宗 (上越市安塚区総合事務所長 )

柳澤 祐人 (上越市財務部長 )
イ 委員会の開催

開催 日 内容 出席委員

令和 8年 3月 23日 書類審査、面接審査、優先交渉先の選定 8人

ウ 選定の考え方
「資格要件」を満たした上で、「価格」、「地域への貢献及び周辺環境への配慮」、

「提案事業の実現性・継続性」、「その他アピールポイン ト」の 4つの観点から評
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価を行い、及第点に達 し、かつ、得点が高い提案者を優先交渉先として選定する。

工 優先交渉先の選定
委員から平均 60点以上の評価があったもののうち、得点が最も高いもの、か

つ、最も多くの委員が第一順位に評価 したものを優先交渉先 とする。

オ 審査項 目及び配点

審査

項目
①価格

②地域への貢

献及び周辺環

境への配慮

③提案事業の

実現性・継続

性

④その他アピ

ールポイント
計

西己′煮 20′煮 40′点 30,点 10,煮 100′煮

力 審査結果
書類審査のほか、プレゼンテーションを通じた質疑応答を行い、委員から平均

60点以上の評価があつたプロスペックAZ株式会社の提案について、委員間で
協議の上、選定委員会の総意として優先交渉先に選定した。

活用方法 クルマエビのスマー ト陸上養殖事業

審査結果 点数 ① ② ③ ④

A委員 68 12 28 20 8

B委員 62 12 26 18 6

C委員 70 12 30 20 8

D委員 68 12 28 20 8

E委員 64 12 26 20 6

F委員 68 12 26 22 8

G委員 72 12 32 18 10

H委員 66 12 26 22 6

平均点 67.3 12 27.8 20 7.5

60点以上の

点数の委員数
8/8

キ 優先交渉先に対する委員からの主な意見
。事業の収支計画は大雑把なものではあるが、山口県美祢市における同様の事

業実績があり、事業の実現性が高いと考えられる。

・ 廃校施設という地域資源の有効活用の観点からも良い提案である。

儒)審査結果を踏まえた市の対応
プロスペックAZ株式会社を優先交渉先として、地域団体及び地域住民等に対 し、
事業の説明を行 うほか、施設の貸付け 。有効活用に向けた交渉を進めることとした。

7 その他
旧安塚中学校は、文部科学省所管の補助金の処分制限期間内であることから、減額貸

付に係る市議会の議決を得たのち、財産処分承認申請の手続を行 う予定
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